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平成25年６月三種町議会定例会が６月12日から

14日の会期で開催されました。平成25年度三種町

一般会計補正予算（案）など議案等17件を審議し、

原案どおり可決されました。開会初日に三浦町長が

行政報告を行いましたので、その主な要旨と審議さ

れた主な議案についてお伝えします。

平成25年６月 

三種町議会定例会 

行 政 報 告

町民栄誉賞授与式について
世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）スーパーフェザー

級王者となった、本町出身の三浦隆司氏をたたえる町

民栄誉賞授与式が、６月２日に八竜改善センターで挙

行され、三浦選手の偉業に対し、賞状と記念メダル等

を授与しました。また、授与式の後は、式典会場から

三浦選手の地元である、浜口地区でのパレードも行わ

れ、沿道では大勢の町民が三浦選手を出迎え、熱い祝

福の声援を送っていました。

なお、翌３日には県正庁で県民栄誉章顕彰式がとり

行われています。個人での県民栄誉章授与は14人目

で、能代山本関係者では、平成元年に受賞したプロ野

球の山田久志さん以来２人目の受賞者となります。

三浦選手の今後益々のご活躍を祈念するものです。

元気づくり支援事業について
今年度は45団体から申請があり、公開審査会に出

席した44団体より、それぞれの元気づくり事業計画

について熱く語っていただきました。その結果、44

団体全てが合格の目安である６割以上の点数を獲得し

ましたが、予算枠の関係から33団体が採択となった

ところです。

しかしながら、審査委員長から「各団体とも事業内

容、プレゼンテーション能力はすばらしく、地域の元

気が三種町の元気になる。予算枠から外れた団体の点

数は僅差で、いずれも捨てがたいので救済をお願いし

たい。」との意見が出されたほか、その後も、同様の

意見・要望が多数あり、町としても「自分たちの地域

は自分たちで元気にしたい」という地域の熱意に応え

るため、予算を追加補正し可決いただいたところです。

この追加採択分を含め、総事業費が約1,350万円で

内町補助金は775万８千円となっており、各団体とも

に、昨年以上に地域が元気になるよう頑張っていただ

けるものと期待しているところです。

クアオルト研究会について
温泉を活用した地域づくりの一環として、５月15

日に「クアオルト研究会」を立ち上げ、１回目の会議

を開催したところです。

会員は、町観光協会や温泉施設の役員など民間の方

が６人、町職員が５人の計11人です。会議では、会

長に町観光協会の木田章さんを選出したほか、毎月１

回の研究会を開催することや、本町の資源である温泉

や自然、食などを活用して、住民の健康福祉の増進を

図るとともに、温泉施設を核とした滞在型の療養・保

養・休養・ウエルネスメニューの開発に取り組むな

ど、「三種型クアオルト」の確立を目指し、具体的な

施策を研究することにしています。

今年度は、具体的なメニューづくりなどのほか、先

進地視察や講演会なども組み入れ、クアオルトについ

て勉強しながら進めます。

平成24年度町税の収納状況について
平成25年５月20日現在における平成24年度分の町

税収納率は、町民税が前年比0.04％増の97.54％、固

定資産税が0.51％増の96.11％、軽自動車税が0.19％

増の98.09％、国民健康保険税が0.32％増の94.22％

となっており、各税目で増加となっています。

過年度分につきましては、平成25年３月31日現在

の収納率を前年同期と比較しますと、町民税が2.88％、

固定資産税が1.82％、軽自動車税が3.08％、国民健

康保険税が0.09％それぞれ減となっています。

これは、滞納処分を行うことができない事情のある、

固定化した滞納者が依然として多いということが、大

きな課題となっておりますが、これまで同様、年ねん

増え続ける滞納の解消策として、収納強化を図るべく

平成22年度に発足した「秋田県地方税滞納整理機構」

への引き継ぎ予告などを活用した納税促進と、収納対

策室による実態調査を踏まえた滞納処分等を実施する

など、引き続き粘り強く、厳しく対処して参ります。
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平成25年度の課税状況について
すでに課税済み、あるいは課税準備中の税目につい

て、各税目の調定額を前年度数値と比較して申し上げ

ます。

軽自動車税は、0.25％増の4,961万１千円となってい

ます。固定資産税につきましては、地方においては全国

的に宅地の価格が下落している傾向にあり、本町におい

ても1.2％減の、７億1,940万４千円となっています。

町民税につきましては、現在作業中で未確定ではあ

りますが、総所得は前年と比べおよそ0.57％、9,188

万８千円の増加見込みとなっています。これは、所得

構成割合の大きい給与所得では、約0.36％、4,502万

円の減少が見込まれていますが、米の価格が増加した

ことなどにより、農業所得が約9.55％、１億2,283万

８千円の増加となっていることなどが、増加の要因と

思われます。

地方税をとりまく環境は、なかなか回復しない経済

不況の影響などもあって、依然厳しい状況下におかれ

ておりますが、今後とも納税に対する特段のご理解と

ご協力をお願いします。

三種町防災訓練について
昭和58年に発生した日本海中部地震の教訓を基に

制定された「県民防災の日」の趣旨と「地域防災計画」

に基づき、町と三種消防署が主催し、今年は釜谷地区

を訓練会場として、５月26日に実施したところです。

訓練は、当日の午前６時、秋田県沖を震源とするマ

グニチュード7.5の地震が発生し、震度５強の強い揺

れと沿岸部では最大５ｍ以上の大津波警報が発令さ

れ、釜谷地区では多数の住宅火災が発生したとの状況

を想定し、消防団員ならびに消防署による火災防ぎょ

訓練と、地元釜谷自治会による津波想定避難訓練が行

われました。

この日の訓練では、消防団員や地元釜谷自治会から

267名が参加するとともに、ポンプ車および緊急車両

７台、可搬ポンプ15台が出動し、予定どおり訓練を

終えることが出来ました。

ふくしま子どもリフレッシュ支援事業
本事業は国の「安心こども基金」を財源に県が実施

する独自のプログラムですが、県では、平成25年度

も継続して行うこととしたところです。

実施期間は、４月26日から翌年の１月31日までで、

対象者は福島県に住む被災した児童生徒等およびその

保護者となっており、昨年度は対象者一人につき３泊

以内でしたが、今年度は対象者一人につき４泊以内と

され、三種町には180泊が割り当てられたところです。

昨年度と同様に森岳温泉のホテルにご協力をお願い

し、県被災者受入支援室と連携を取りながら、受入窓

口の業務を開始しています。

各種がん検診推進事業について
無料クーポン券を利用しての各種がん検診推進事業

の平成24年度実績は、子宮がん検診は対象者393名

に対し、クーポン券の利用者は113名で利用率は

28.8％、乳がん検診は対象者627名に対し、利用者

237名で利用率37.8％、大腸がん検診は対象者1,268

名に対し、利用者322名で利用率25.4％、胃がん検診

は対象者437名に対し、利用者92名で利用率21.0％

でした。

がんは早期発見・早期治療が大切です。しかし、

「早期」の時点では、自覚症状がほとんどなく、気づ

きにくいものです。定期的に検診を受けることが、よ

り重要と考えています。

本町の平成22年の部位別がん死亡数をみると、多

かったのは、男性では胃がん、女性では大腸がんでし

た。

平成23年度の精密検査受診率は胃が67.3％、大腸

が45.2％であったことから精密検査受診率向上のた

め、今年度からは集団検診受診者で胃・大腸の精密検

査受診者に費用の一部助成を行うことにしました。

７月から集団健診が始まりますが、より一層受診し

やすい体制を整えて推進します。

首都圏で増加している風しんについて
昨年は、首都圏や近畿地方での発生報告が多く、患

者の７割以上が男性で、そのうち20代～40代が８割

と多く、今年も同様の傾向のようです。県内では５月

12日までに３名の感染報告があります。

風しん予防の接種状況をみると、平成２年４月１日

生まれ以前の方がたについては、１回接種や女性のみ

の接種時期もありましたので、抗体をもたない人や抗

体価の低い人も多数いると思われます。抗体を持たな

いまたは抗体価の低い状態で、女性が妊娠中に風しん

に感染すると、赤ちゃんの眼・耳・心臓等に障害がお

こる可能性があります。今回、本町では風しん感染防

止のため、風しん緊急予防対策費を計上しています。

平成25年産米の生産調整について
三種町に配分された生産数量目標２万454トンにつ

いて、全農家2,216戸に対し、61.4％の配分率で一律

配分をしました。農家からはこの配分により、水稲生

産実施計画書を提出していただいており、現段階の集

計では88.7％の農家よりご協力いただくことになっ

ています。

作付け内訳の主なものは、主食用米3,397ha、転作

では大豆831ha、加工用米・備蓄米524ha、じゅんさ

い83haが予定されています。今後、生産調整の現地

確認を行い、その後、町内３地域に会場を設定し、農

業者戸別所得補償制度から名称変更となった経営所得

安定対策の交付申請の受付を行うこととしています。
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農業体質強化基盤整備促進事業について
この事業は、水田の畦畔除去による区画拡大や暗渠

排水整備等の基盤整備を、農家による自力施工や業者

委託により行うものです。国の助成金は、畦畔除去、

均平作業等による区画拡大にあっては10アールあた

り10万円、間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設

が10アールあたり15万円の定額助成となっています。

三種町における事業希望は区画拡大が60ha、暗渠

排水新設が220ha、農家数が150戸ほどで、事業費３

億9,000万円となっています。

国の予算の関係から時期がずれ込んでいますが、昨

年８月の要望に基づき、６月中には各農家へ事業の採

択および交付決定を行いたいと考えています。今年の

水稲の収穫が終わる、秋以降本格的に工事が開始され

るものと想定しています。

じゅんさい情報センターについて
昨年度から、「じゅんさいの館」内に総合受付窓口

を設置し、摘みとり体験受付やテレビ放映などの取材

対応を実施し、売り上げに大きな効果を発揮していま

すが、今年度は、運営先を商工会から三種町森岳じゅ

んさいの里活性化協議会へ変更し、じゅんさい情報セ

ンターの名称で開設しています。

また、じゅんさい摘みとり体験の受け入れ沼は、条

件付き受け入れ沼も含め、昨年より３カ所増え、７カ

所での受け入れが可能となりました。テレビや雑誌等

の取材申し込みも複数あり、昨年と同様じゅんさいの

販売や交流人口拡大に貢献できるものと期待していま

す。

ＪＧＡＰじゅんさいについて
３月19日に、三種町森岳じゅんさいの里活性化協

議会の名前で、20名の生産者によるＪＧＡＰ団体認

証認定を受けることができ、ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協

会へ登録されています。

秋田県内では個人と団体を合わせ、３番目の認定と

なりました。５月からはＪＧＡＰじゅんさいとして、

一般じゅんさいよりも若干高い値段で、ＪＡや、じゅ

んさいの館、グリーンぴあ等で販売を開始しています。

今後は、ＪＧＡＰじゅんさい生産者の拡大を図るた

め、参加生産者の追加募集をする予定です。

また、７月１日はじゅんさいの日です。町民への周

知を図るとともに、当日は、じゅんさいの里活性化協

議会や観光協会等の主催で、県庁でのじゅんさいＰＲ

イベントや、町内学校給食でのじゅんさいメニューの

提供などのイベントを開催する予定です。その前後に

もじゅんさいの関連のイベント等を計画し、じゅんさ

いのＰＲを実施します。

三種町地域雇用創出推進事業について
この事業は平成22年度に開始して以来今年度で４

年目を迎えます。平成24年度までの補助金交付総額

は１億2,571万３千円、事業費ベースでは６億1,859

万６千円となっています。

今年度の５月22日現在の交付決定額は、1,824万８

千円で、新規雇用奨励事業が12件で25名の雇用、交

付決定額は689万円、補助金額の構成比で全体の36％

を占めています。店舗等増改築事業は３件で110万

１千円、構成比６％。機械設備事業は13件で995万

１千円、構成比52％。営業車輌更新事業が４件で

107万６千円、構成比は６％となっています。

今年度は補助金限度額や補助対象期間など、補助金

交付要綱の見直しにより、前年に比較し新規雇用奨励

事業が大きく伸びている状況です。

町出資法人の経営状況について
（財）三種町山本開発公社の、４月から12月までの決

算は、当期未処分利益が1,657万3,008円となりまし

た。公社解散費用を差し引いた残余財産は、公社の解

散により町への寄附となります。

また、１月から３月までの㈱ゆうぱるの決算は、売

り上げ増があったものの、燃料費の高騰などにより

107万9,404円の当期未処分損失となりました。今年

度は、館内ギャラリーコーナーへ町民の作品の展示回

数を増やす等による充実を図るほか、売店コーナーの

サービスの向上、宿泊部門へのスポーツ・文化合宿の

誘致、フェイスブックの活用等により、売り上げを伸

ばし、経営改善に努めていく計画です。

次に、（財）ことおか観光開発公社の、４月から12月

までの決算では、当期未処分利益が7,185万1,446円

となりました。この内、基本財産の5,000万円は町か

らの出捐金ですので町へ返還となります。残りから公

社解散費用を差し引いた残余財産は、公社の解散によ

り町への寄附となります。

また、１月から３月までの、㈱さんばりおの決算は、

24万6,748円の当期未処分利益となりました。今年度

は、直売所グリーンぴあと連携したイベント等の開催

により売り上げの向上に努めていく計画です。

㈱ゆめろんの平成24年度決算は、入館者の減少に

よる売り上げの落ち込みと、燃料費の高騰、修繕費の

増加により、人件費や一般管理費の削減を上廻り、

1,945万5,590円の当期損失となりました。

今年度は職員体制を見直し、営業面の充実を図ると

ともに、原価意識の徹底により経費の再度見直しを図

り、安定的な収益体制の確立を目指していく計画です。
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住宅リフォーム助成事業について
この補助金は今年で５年目となりました。平成24

年度までにこの補助金を利用した件数は619件で、補

助金総額4,684万６千円、工事費の総額が11億4,299

万２千円であり、補助金総額に対して約24倍の工事

費となっています。

また、今年度の５月末の状況は、申請件数が60件

あり、昨年度の５月末より申請件数で９件少ない状況

になっています。

なお、秋田県の補助金の上限額が、20万円から15

万円に減額となりましたが、町では要綱を見直し、昨

年度までに補助を受けた方と不公平が生じないように

改正しています。

琴丘地域拠点センター工事の進捗状況
建築工事では基礎工事も順調に終了し、現在、棟上

げもほぼ完了することから40％の進捗率となってお

り、建物の外観も分かるようになって参りました。ま

た、電気設備ならびに機械設備工事はそれぞれ８％の

進捗率となっていますが、８月末の完成に向け、順調

に進んでいます。本体完成後、建築確認の完了検査や

町の完成検査を行い、９月中旬の引っ越しを計画して

います。

拠点センターで業務開始後は、現支所の解体・車庫

建設や外構整備を予定しています。

琴丘公民館跡地等利活用検討委員会
既に更地になっている旧広域体育館跡地と今後解体

予定の琴丘公民館用地や、歴史民俗資料館ならびに小

瀬川運動公園を含めた利活用に関する方向性を検討し

ていただくための委員会を今定例会終了後に立ち上げ

る予定で、現在準備を進めています。

今後、５回程度の検討会を重ね、年内にはとりまと

めたいと考えています。

「チャレンジデー2013」について
これまで、琴丘地域で開催されてきましたが、今年

は山本、八竜地域を含め三種町全域での開催となりま

した。

成績は当町が、人口18,933人に対し、5,995人の参

加で31.7％、藤崎町が、人口15,858人に対し10,696

人の参加で67.4％となり、藤崎町に大きく水をあけ

られましたが、約６千人もの方がたから参加をいただ

き、銀メダルを獲得しています。

当日の主なイベントとしては、ノルデックスキーの

石垣寿美子氏による講演会や、琴丘稜線新緑ウオーキ

ングのつどい、秋田ノーザンハピネッツの琴丘小学校

訪問、「あめふらんど」でのゲートボール交流会、「ゆ

めっぴい」でのグラウンドゴルフ交流会、各保育園・

幼稚園・小中学校でのスポーツイベントが実施され、

子どもから大人まで多くの町民が、様ざまなスポーツ

で心地よい汗を流した１日となりました。

また、当日は生涯学習「みたね大学」の開講式も同

時に開催され、６コースへ延べ262人の申込者のうち

半数以上の143人が参加し、第１回目の全体学習会と

なる「チャレンジデー大使訪問」による指導をうけな

がら、楽しいひと時を過ごしました。

農業集落排水事業について
処理施設から発生する汚泥の再生利用を進めており、

下岩川地区汚泥処理施設において発生した汚泥を乾燥

処理したものが、２月に「みたねのゆうきくん」とし

て肥料登録され、今年度から本格的に生産されます。

生産された肥料につきましては、町民の皆さんに無

料でお譲りすることとしていますが、その時期につい

ては未定であり、譲渡可能となり次第、広報等でお知

らせします。

審議された主な議案等
●三種町琴丘地域拠点センター設置および管理に関す
る条例の制定

●三種町再生可能エネルギー等導入推進基金条例の制定

●三種町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改
正する条例の制定

●三種町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

●平成25年度三種町一般会計、国民健康保険事業勘定
特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特

別会計、農業集落排水事業特別会計、衛生処理事業特

別会計、水道事業会計予算の補正について　７件

●三種町議会の議員の定数を定める条例および三種町
議会委員会条例の一部を改正する条例の制定

【一般会計補正予算の主な歳出】

◇鯉川コミュニティーセンター外構整備工事 1,147千円

◇集会所等施設整備費補助金 2,442千円

◇国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 △20,186千円

◇予防接種料交付金 2,565千円

◇釜谷墓地土留工事 4,022千円

◇起業支援型雇用創出委託金 5,128千円

◇枯死木等搬出事業 3,200千円

◇松くい虫枯死木伐倒処理事業 3,480千円

◇ゆめっぴい日差し雨除け設置工事 2,856千円

◇サンバリオ施設備品 2,124千円

◇琴丘支団消防施設改修工事 1,766千円

◇森小グラウンド・防球ネット改修工事 8,483千円

◇林道井戸下田線災害復旧工事 7,100千円

◇財政調整基金積立金 30,000千円



投票日は 7 月 21日（日）です 

参議院議員通常選挙 
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◆ 選挙についての問い合わせ先　　三種町選挙管理委員会

第23回参議院議員通常選挙の投票日は、７月21日です（公示は７月４日）。参議院議員の任期は６年で、

定数の半数が３年ごとに改選されます。参議院の定数は、選挙区が146で、秋田県選挙区は定数２（今回の

改選数１）です。比例代表の定数は96（今回の改選数48）です。

これからの国政を託すにふさわしい人を選ぶ大切な選挙です。棄権せずにぜひ投票しましょう。

※「投票日７月21日（日）」は、６月24日時点の予定日です。万が一変更となった場合は、チラシ等でお知らせします。

選挙は選挙区選挙 と比例代表選挙 の２つです

選挙区選挙 

候補者名を書いて投票 

比例代表選挙 
候補者名または 

政党名を書いて投票 

選挙区選挙の投票 比例代表選挙の投票 

投票日当日の投票時間は次のとおりです

投　票　時　間 投　票　所　名 

午前７時～午後６時まで 
閉鎖時間を２時間繰り上げますので、 

ご承知おきください。 　　　　　　　 

落 合 投 票 区 

勝 平 投 票 区 

午前７時～午後７時まで 
（閉鎖時間を１時間繰り上げます。 ） 

その他の投票区 
鯉　川、鹿渡南、鹿渡北、新屋敷、大　町、林　崎、木戸沢、 

長　面、達　子、金光寺、豊　岡、北金岡、川　尻、鵜　川、 

大　曲、浜　田、大　口、釜　谷、芦　崎　の各投票区   　　 
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（総務課行政係） TEL 0185ー85ー4815

投票所入場券は、世帯ごとに封書で７月１日ごろから郵送します。入場券には投票所が書いてあります。

自分の投票所を確認の上、投票日には入場券を持って投票所にお出かけください。

※入場券が届かなかったり、なくしたりした場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、

投票することができます。

※期日前投票を行う時点でまだ19歳であり、投票日当日（７月21日）に20歳に

なる方は、期日前投票はできませんが、不在者投票をすることができます。

病院や老人ホームに入院・入所中や他市

町村に滞在中など、一定の事由により投票

日に投票所へ行けない方は、投票日前に滞

在地の選挙管理委員会、入院・入所中の病

院や老人ホーム（指定病院等に限る）など

で事前に投票することができます。

また、投票日現在で選挙権を有している

20歳未満の方が、20歳到達前に投票する

場合も、不在者投票手続きにより投票する

ことができます。

身体に重度の障害のある方など（法律の定めに該当する人）は

郵便投票ができます。投票日の４日前（７月17日）までに「郵

便等投票証明書」を提示して所定の請求書により投票用紙等の請

求を行います。

この制度を利用される場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」

の交付を受けておく必要がありますので、交付手続きなど詳しい

ことについて、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

本町で投票できるのは
本町の選挙人名簿登録者

本町で投票できるのは、日本国

籍を有する人で、次の２つの要件

を満たし、本町の選挙人名簿に登

録されている人です。

（１）平成５年７月22日以前生まれ
（２）平成25年４月３日以前から町
内に住所がある

４月４日以降に転入届を
した人は前住所地に確認を

平成25年４月４日以降に本町に

転入届をした人は、本町では投票で

きません。前住所地などで選挙人名

簿に登録されていれば、その市町村

で投票していただくことになりま

す。登録されているかどうかについ

ては、前住所地の選挙管理委員会に

確認してください。

６月22日以降の町内転居
者は前住所地の投票所で

本町の選挙人名簿に登録されて

いる人で、平成25年6月22日以

降に町内転居の届出をした人は、

前住所地の投票所で投票してくだ

さい。

期日前投票期間　　７月５日（金）～７月20日（土）

投　票　時　間　　午前８時30分～午後８時まで

期日前投票所　　琴丘総合支所期日前投票所（支所１階）

山本総合支所期日前投票所（支所１階）

八竜改善センター期日前投票所（センター１階）

郵便投票による不在者投票

投票所入場券で投票場所の確認を

期日前投票により、投票日前でも直接投票箱に投票ができます

不在者投票
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三種町では、次のとおり職員採用試験を実施します。

◆問い合わせ先　総務課行政係　TEL 85－4815

三種町職員採用試験のお知らせ 

【試 験 区 分】 上級・初級

【採用予定人員】 上級・初級合わせて５人程度

【受験資格等の主なるもの】

●上級…平成元年４月２日から平成４年４月１日

までに生まれた者で、大学を卒業また

は平成26年３月31日までに卒業見込み

の者

●初級…平成元年４月２日から平成８年４月１日

までに生まれた者で、高校または短期

大学を卒業または平成26年３月31日ま

でに卒業見込みの者

●身体…身長は、男性にあってはおおむね160㎝
以上、女性にあってはおおむね155㎝以
上、体重は男性にあってはおおむね50

㎏以上、女性にあってはおおむね45㎏
以上、胸囲はおおむね身長の１/２以上、

視力は両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞ

れ0.3以上で、赤色、青色および黄色の色

彩の識別ができること。聴力は、２ｍの

距離において低音を聴取できること等。

●採用後に、能代市山本郡内に居住できる者。

【試験の期日および場所】

９月22日　秋田しらかみ看護学院

【受付期間等】

７月16日から８月21日まで　９：00～17：00

【必要書類等】

●受験申込書は能代山本広域市町村圏組合消防本

部総務課に請求してください。

●写真は６カ月以内に撮影したタテ４㎝、ヨコ３
㎝程度の上半身脱帽の本人の写真を２枚。１枚
は申込書に貼り、これと同一のもの１枚を提出。

【問い合わせ先】

能代山本広域市町村圏組合消防本部

TEL 52－3311

能代山本広域市町村圏組合消防職員採用試験のお知らせ 

能代山本広域市町村圏組合消防職員採用試験のお知らせ 能代山本広域市町村圏組合消防職員採用試験のお知らせ 能代山本広域市町村圏組合消防職員採用試験のお知らせ 

自衛官等採用制度説明会のお知らせ 自衛官等採用制度説明会のお知らせ 

自衛官等採用制度説明会のお知らせ 
各採用コースの募集要項、自衛官等の勤務内容および待遇等についての説明会を下記の場所で行います。
どなたでも参加出来ます。入・退場自由ですので、お気軽にご参加ください。

お問い合わせは、自衛隊秋田地方協力本部　能代地域事務所（TEL 52－0768）まで

日　時　　７月21日 10：00～14：00

会　場　　能代市中央公民館１Ｆ第２研修室（能代市追分町４－26） TEL 54－8141

高 校 卒 一 般 行 政 短 大 高 専 卒 保 健 師 大 学 卒 一 般 行 政 試 験 区 分 

若　干　名 １　名 若　干　名 採 用 予 定 人 数 

　昭 和 6 3 年 ４ 月 ２ 日 か ら 平 成 ８ 年 ４ 月 
１日まで に生まれ た者（ただし、学 校教 
育法による大学 （短期大学を除く） を 卒業 
し た 者 も し く は 平 成 2 6 年 ３ 月 卒 業 見 込 
みの者また はこれらに 相当する学 歴を有 
すると認められる者は受験できません ） 

　昭和 6 1 年４月２日から平成６ 
年４月１日までに生まれた者で、 
保健師資格を有する者、 または平 
成 2 6 年３月まで に当該資格 を取 
得する見込みの者 

　 次のいずれかの要件を満たす者 
①　 昭 和 5 9 年 ４ 月 ２ 日 か ら 平 成 
４年４月１日までに生まれた者 
②　平 成 ４ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 に 生 
ま れ た 者 で 大 学 卒 ま た は 平 成 
2 6 年３月卒業見込みの者 

受 験 資 格 

受 付 期 間 ８月７日～28日
※受験申込書は７月24日から、三種町役場総務課および琴丘・山本総合支所で交付

第１次試験日 ９月22日
第１次試験会場 ノースアジア大学（秋田市下北手桜字守沢46－１）

※受験申込書の請求や受験内容の詳細については下記までお問い合わせください。
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◆問い合わせ先　町民生活課　環境衛生係　TEL 85－4824

三種町が実施した放射線量の測定結果について、測定結果はすべて秋田県の通常レベルの範囲内でした。

(参考) 秋田県の通常レベル　0.022～0.086マイクロシ－ベルト毎時

測定結果（μSv / h ） 
１ｍ 

測定時刻 測定日 測定場所 住　　　　　所 施 設 名 

0 . 0 6 午前９時15 分 ６月６日 アスファルト 三種町鵜川字岩谷子８ 役 場 本 庁 

0 . 0 5 午前10 時00 分 ６月６日 アスファルト 三種町豊岡金田字森沢１－２ 山 本 総 合 支 所 

0 . 0 5 午前10 時54 分 ６月６日 アスファルト 三種町鹿渡字東二本柳29 －３ 琴 丘 総 合 支 所 

0 . 0 4 午前９時45 分 ６月６日 アスファルト 三種町鵜川字上笠岡70 －21 南 部 清 掃 工 場 

三種町 

空間放射線量の測定結果をお知らせします 

空間放射線量の測定結果をお知らせします 空間放射線量の測定結果をお知らせします 空間放射線量の測定結果をお知らせします 

三種町役場で使用した公用車を公売します。公用車公売のお知らせ

※仕様等の詳しい内容を知りたい方、申請書をダウンロードしたい方は、三種町ホームページをご覧ください。

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場

において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築くため次の活動を推進します。

① 犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

② 犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう

③ これらの点について、地域社会の理解が得られるよう協力しよう

公売物件 トヨタ カローラ　１台

ダイハツ パイザー　１台

入札方法 一般競争入札（せり売りではありません）

参加資格 三種町に住所を有する個人、または三種

町内に事業所がある法人で、町民税や使

用料などの滞納をしていないこと。

入札要領 ７月１日から12日までに入札参加申請書

を提出していただき、入札参加資格を確

認したうえで７月18日から24日までの期

間、入札を受け付けます。

参加申請 総務課管財係窓口にある入札参加申請書

に必要事項を記入のうえ提出してください。

◆問い合わせ先　総務課　管財係（TEL 85－4816） http://www.town.mitane.akita.jp

福祉課　　　　　　　　　TEL 85－2190

山本総合支所地域生活係　TEL 83－2115

琴丘総合支所地域生活係　TEL 87－2109

◆問い合わせ先　三種町保護司連絡協議会事務局　　



からのおしらせ 国 保 

三種町国民健康保険　◆問い合わせ先　健康推進課国保年金係　
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国 民 健 康 保 険  国 民 健 康 保 険  国 民 健 康 保 険  みんなで 
　支えよう！ 

伸び続ける保険給付費
国民健康保険は、病気やケガをしても安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんがお金（保険税）

を出し合い、さらに、国、県、町が多額の税金を投入しながら運営されている助け合いの制度です。

三種町国保の平成24年度保険給付費は、支払った総額だけをみると前年に比べて減少しましたが、加入者

の減少と医療技術の高度化等の影響などにより、１人当たりの保険給付費は年々増加の傾向にあります。

加入者の皆さまには、保険給付費の節約や日ごろの健康管理などの心がけにご協力をお願いします。

平成25年度の国保税については、保険税率を引き下げることとしました。

国保会計から支払われる１人当たりの保険給付費は、依然、右肩上がりの

状況ですが、昨年の農業所得の好調による収入見込み額の増と支出見込み

から、国保加入者のみなさんの保険税負担感の軽減を図ることが可能にな

りました。

保険税率を引き下げました！

税率改正を行うのは、医療分に係る税率の中の所得割税率で、8.15％から6.15％と２％の引き下げをします。

後期医療支援金分及び介護納付金分に係る税率については、昨年と同じです。

■改正した平成25年度の税率

●税率改正後の平均課税額（医療分）

限　度　額 平　等　割 均　等　割 資　産　割 所　得　割 課 税 分 類 

5１ 0,000 円 20,000 円 25,000 円 31.04%６ .15%医　療　分 

1 世帯当たり（対前年度） 1 人当たり（対前年度） 年　 　 度 

112,822 円（ ▲ 6,014 円） 64,005 円（ ▲ 3,317 円） 平成 25 年度 

保険給付費とは、治療に要した費用（医療費）から自己負担額を差し引いたもので、国保会計から

支払われるものです。

右のグラフのとおり、三種町国保における「加入者

１人当たりの保険給付費」は平成21年度から年々伸

び続けており、平成24年度では約29万９千円となっ

ています。

人口の減少に伴う国保の加入者数の減少や医療技術

の高度化等の影響による１人当たりの保険給付費の伸

びは、今後も続くものと予想しています。

※平成25年度見込み

加入者数（年間平均）……………… 5,412人

１人当たり保険給付費 ……… 約31万２千円

被保険者数と1人当たり保険給付費の推移 

2,952

7,453

268

285
294

299
312

200

250

300

350

25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 
5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

１人当保険給付費 

被保険者数 

（千円） （人） 

（見込） 
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特別な事情で、納付が困難な場合はご相談ください
平成25年度の納税通知書を７月中旬に送付しますので、納め忘れのないよう、納期内の納付にご協力をお

願いします。※第１期目の納期は７月31日（水）です。

なお、次のような特別な事情で保険税の納付が困難な場合には、申請により減額や分割納付が認められる場

合がありますので、お早めに国保または税務担当窓口にご相談ください。

高齢受給者証の更新について
国民健康保険高齢受給者証を８月１日に更新します。新しい高齢受給者証は７月下旬に郵送します。

更新の対象者は、国民健康保険加入者で、昭和13年８月２日から昭和18年７月１日までに生まれた

方です。手続きは必要ありません。

これまでお使いの高齢受給者証は、期限が切れた後に、ハサミを入れて破棄してくださるようお願

いします。

※前年の収入額などにより一部負担の割合が決まりますので、これまでの負担割合と異なる場合が

あります。

高齢受給者証とは

高齢受給者証は、国民健康保険（国保）から70歳になった人に交付されます。医療を受けるときの

自己負担の割合を示す証明書になりますので、病院の窓口では、保険証といっしょに必ず提示してく

ださい。

高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の人はその月）から75歳

の誕生日の前日までです。

※75歳からは「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。

住民税非課税世帯の方へ

住民税非課税世帯の方については、｢国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証｣を医療機関

に提示することにより、自己負担限度額と入院時の食事療養の負担が軽減されます。

こちらは世帯主からの申請により、交付することになりますので、健康推進課国保年金係または各

総合支所地域生活係へ申請してください。申請書は窓口にあります。手続きの際は保険証をお持ちく

ださい。

※70～74歳の現役並み所得者と一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己

負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

災害や火災などによって、財

産に大きな損失を受けたとき。

世帯の方が病気やケガをした

り、盗難にあったりしたとき。

失業などにより所得がな

くなったとき。
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毎年、特定健康診査を
必ず受けましょう！

三種町国保に加入する年度末年齢40歳以上75歳以下（75歳誕生日前日まで）の方は、町で実施する特定健

康診査の対象となります。

特定健康診査は、日々の偏った食生活や運動不足などが原因で、いわゆる「メタボ（内臓脂肪症候群）」に

該当している方、またはその予備軍になっている方の早期発見に重点をおいておりますが、他の基本的な検

査項目も含まれており、ご自分の健康状態を正しく知るための数少ない機会です。かけがえのない「健康」

を守るためにも、そしてご家族のためにも特定健康診査を毎年きちんと受け、お体を大切にしてください。

次により特定健康診査を受けた場合は、国保から助成がありますので自己負担がお安く済みます。

ぜひ年一回の健康管理にご利用ください。

■特定健康診査日程（７月～８月および10月）

◆受付時間

早朝（健診）① � 午前５時30分～午前７時

早朝（健診）② � 午前５時45分～午前６時45分

日中（健診） � 午後１時30分～午後２時30分

日曜（健診） � 午前７時～午前８時

山　本　地　区 八　竜　地　区 琴　丘　地　区 

会　　場 実　施　日 会　　場 実　施　日 会　　場 実　施　日 

すいらんの館 ７ ／26 （早朝①） 八竜改善センター ７ ／ ８ （早朝①） ひまわりセンター ７ ／ １ （早朝①） 

保健センター ７ ／29 （早朝①） 八竜改善センター ７ ／ ９ （早朝①） ひまわりセンター ７ ／ ２ （早朝①） 

中嶋ふれあいセンター ７ ／30 （早朝①） 八竜改善センター ７ ／11 （早朝①)旧上岩川小学校 ７ ／ ４ （早朝②） 

金陵の館 ８ ／ １ （早朝①） 八竜改善センター ７ ／12 （早朝①） 旧鯉川小学校 ７ ／ ５ （早朝②） 

山本公民館 ８ ／ ２ （早朝①） 鵜川公民館 ７ ／17 （日中） ひまわりセンター ８ ／25 （日曜） 

山本公民館 ８ ／ ５ （早朝①） 浜口公民館 ７ ／18 （日中） 

保健センター 1 0 ／ ６ （日曜） 

次の日程で集団健診を実施します。日程をご確認のうえ、忘れずに受診しましょう。

なお、国保に加入されている方で、申し込まれていない場合は、事前に三種町保健センター（TEL 83－5555）

へお申し込みいただければ、どの地区でも特定健康診査を受けることができます。

特定健康診査の受診方法

町の集団健診をお申し込みの方

※早朝健診は７/４（旧上岩川小学校）及び

７/５（旧鯉川小学校）のみ受付時間が異

なりますのでご注意ください。 ▲
▲

▲
▲



健康推進課国保年金係　TEL 85－2137
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集団健診を申し込まれていない方に、６月下旬より「特定健康診査受診券」を順次送付しています。次の

方法により、医療機関で受診できますので、ぜひ受けるようにしましょう！

◆実施場所 下記の能代市山本郡内43医療機関

◆申込方法 お申込みは不要です。

※通院中の方は、定期検査とあわせて行う場合もありますので医師とご相談ください。

◆健診種類 ○特定健康診査　検査項目：身体測定、診察、血圧、血液、尿

◆自己負担　 1 , 0 0 0円

◆受診方法　 「保険証」と「特定健康診査受診券」を持って受診してください。
※どちらか一方のみでは受診できません。受診券を紛失した場合は、健康推進課国保年金係

にご連絡ください。

加賀医院 3 1 白坂内科胃腸科医院 1 6 佐藤医院 1 

小野医院 3 2 成田産婦人科医院 1 7 ドラゴンクリニック 2 

能代病院 3 3 国部医院 1 8 鹿渡内科医院 3 

三田医院 3 4 能代循環器科クリニック 1 9 森岳温泉病院 4 

荒谷医院 3 5 瀬川医院 2 0 柳谷内科クリニック 5 

工藤泌尿器科医院 3 6 永沢医院 2 1 クリニック蒼きもり 6 

木村医院 3 7 浅内診療所 2 2 京病院 7 

平野医院 3 8 富町クリニック 2 3 わたなべ整形外科 8 

たかはしレディースクリ ニック 3 9 山須田医院 2 4 関医院 9 

ねもとクリニック 4 0 おおたファミリークリニック 2 5 能代南胃腸内科肛門外科 1 0 

ミナトクリニック 4 1 後藤クリニック 2 6 後藤内科医院 1 1 

八峰町営診療所 4 2 西塚医院 2 7 織田内科医院 1 2 

東八森診療所 4 3 佐々木医院 2 8 さいとう医院 1 3 

小泉医院 2 9 つばきさかクリニック 1 4 

金田医院 3 0 淡路医院 1 5 

■個別健診実施医療機関

○個別健診（予約不要）��� 通院中の「かかりつけ医」で受診できます！！

○集団健診（要予約）��� 詳細な検査ができます！！

■実施場所・申込方法
山本組合総合病院　健診センター　　　TEL 52ー3111

⇒　電話等でお申し込みください。

秋田社会保険病院　健康管理センター　TEL 52ー3271

⇒　保険証を持って直接お申し込みください。

■健診種類 ○特定健康診査　検査項目：身体測定、診察、血圧、血液、尿、心電図、眼底、貧血、腎機能

●特定健康診査＋がん検診

■自己負担 ○特定健康診査　　　　　　1 , 5 0 0円

●特定健康診査＋がん検診　お申し込みの際、ご確認ください。

■受診方法 「保険証」と「特定健康診査受診券」を持って受診してください。

※どちらか一方のみでは受診できません。受診券を紛失した場合は、健康推進課国保年金係にご

連絡ください。

町の集団健診を申し込まれていない方

▲▲▲

▲▲▲
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飲酒運転等の状況
５月中 H25年累計

酒酔い運転 ０件 ０件

酒気帯び件数 ０件 ３件

飲酒事故（負傷）件数 ０件 ０件

飲酒事故（死亡）件数 ０件 ０件

交通死亡事故件数 ０件 １件

全県市町村順位（25市町村中）21位（前月24位）↑

飲酒運転は絶対やめましょう！

献血にご協力をお願いします 献血にご協力をお願いします 

「愛の献血助け合い運動」月間 「愛の献血助け合い運動」月間 

200ml・400ml献血にご協力をお願いします 200ml・400ml献血にご協力をお願いします 

７月は「愛の献血助け合い運動月間です」 

◎八竜地域 ７月18日
９：30～11：00 三種消防署
12：10～13：20 前田製管株式会社
13：50～16：30 八竜改善センター

◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

◎山本地域 ７月26日
10：00～11：30 三種町保健センター
13：00～14：00 ケアセンター ほほえみ
14：30～16：30 山本公民館

◆問い合わせ先　山本総合支所地域生活係　TEL 83－2115

★納め忘れのないように！ 

納税のお知らせ 

◎固定資産税（２期） 
◎国民健康保険税（１期） 

７月31日（水）が納期限です 

※口座振替の方は残高確認をお願いいたします。

だれでもＯＫ！ジャンル不問！仲間を誘って楽しい

ステージを一緒に作りませんか？小グループ（10人

未満）部門、大グループ（10人以上）の募集となり

ます。

グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞があります。

出店についても、募集しています。

後援：三種町、三種町教育委員会、北羽新報社

申請に必要なもの（新規の方）

健康保険証・印鑑・身障手帳または療育手帳
※受給要件が発生した時点で申請してください。

更新に必要なもの（既に受給されている方）

福祉医療費受給者証・健康保険証・印鑑・身障手帳また
は療育手帳
※毎年８月１日が更新時期です。対象者には７月中に更新
のお知らせを送付しますので、忘れずに更新手続きを行
ってください。
※乳幼児および小中学生については、両親の所得状況を確
認のうえ、新しい受給者証を郵送しますので窓口での手
続きは不要です。

各種届出について

加入している健康保険や住所、氏名等に変更があったと
きは、届出が必要になりますので、忘れずに窓口で手続き
をしてください。

健康推進課　　後期高齢係（③番窓口） TEL 85－4834 
◆問い合わせ先　山本総合支所　地域生活係（①番窓口） TEL 83－2115

琴丘総合支所　地域生活係（①番窓口） TEL 87－2109

福祉医療制度は、心身の健康の保持と生活の安定を

図るために、医療費の自己負担分を助成する制度です。

福祉医療の助成を受けるためには、申請（更新）が必

要となりますので、忘れずに手続きをしてください。

◆問い合わせ先
長信田の森心療クリニック　TEL 72－4133

適用範囲

世界の舞踏家・石井漠の生誕地「三種町」をダンス
で熱くします。観客の皆さんと一緒につくりあげるお
祭りです。ぜひご来場ください。

所得制限 年　　齢　 ・   　要　　件 

なし 
● 乳幼児および小中学生 
　 （15 歳に達した最初の３月31 日まで） 
　０歳～６歳までの未就学児童、小中学生 

あり 
● ひとり親家庭 
　 （18 歳に達した最初の３月31 日まで） 
　母子・父子家庭の児童、父母のいない児童 

あり 
● 高齢身体障がい者 
　 6 5 歳以上で身障手帳４～ ６級に該当する方 

なし 
（社会保険本人の 
場合のみ あ り ） 

● 重度心身障がい（児）者 
　身障手帳１～３級に該当する方、療育手帳 
　Ａに該当する方 

福祉医療費助成制度（マル福） 福祉医療費助成制度（マル福） 

会場  三種町山本体育館　開演  11：00～ 

inみたね 音 魂 

inみたね 音 魂 inみたね 音 魂 7月21日 

～ダンスコンテスト出場者大募集！～

いつでも患者さんに血液をお届け
できるよう、定期的な献血のご協力
をお願いいたします。

締め切り
７月６日
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平成25年度の介護保険料がきまりました。
納付対象者の方には、今月中旬頃までに納入通知書が郵送されますので、期限内の納付をお願いします。
納め方は、特別徴収と普通徴収の２種類に分かれます。（２つの方法を併用する方もいます。）

（注）特別徴収＝年金から天引き、普通徴収＝窓口納付（口座振替含む）

「昨年まで年金から天引きされていたから、今年も年金天引きのはずだ」と思われている方の中で、今年
は窓口納付になっている場合があります。役場から納入通知書が届きましたら、内容の確認をお願いします。
通知書の見方は、次の例を参考にしてください。

◆詳しくは、福祉課介護支援係までお問い合わせください。 TEL 0185－85－2247

○○銀行　　△△支店 
普通預金 
１２３４５６７ 

0

0

0

11,700

11,700

11,700

35,100 35,500
70,600円 

11,900
11,800
11,800

0
0

0
0
0
0

１期 
２期 
３期 

５期 
４期 

９期 
８期 
７期 
６期 

三種　太郎 
70,600

　ここでは、保険料段階が第４段階（標準的な所得階層）で、特別徴収と普通徴収の併用による
納付の方を例に説明します。 
※一部記載を省略しています。 

この欄に記載のある方は、普通徴収の保険料は

ご指定の口座からの引落しになります。 

（注）残高にご注意願います。 

この欄に金額の記載がある場合は、

年金から天引きとなります。 

　例の場合は、１期（７月）・２期（８月）・３期（９月）は窓口納付で納めていただき、
以降は、10月・12月・２月の年金支払から天引きさせていただくことになります。 

　ご自分の納入通知書をご覧いただき、普通徴収欄に金額の記載がある方には、
納付書を同封していますので、忘れずに納期限までの納付をお願いします。 
※納め忘れのためにも、納付は口座振替が便利です。 

この欄に金額の記載がある場合は、窓口納付の

必要がある方ですので、通知書に同封された納

付書で納めていただくことになります。 

＝ 介護保険料納入通知書の見方 ＝ 

介護保険料の納付をお願いします！！ 介護保険料の納付をお願いします！！ 介護保険料の納付をお願いします！！ 
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近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増え社会問題となっており、救急出場件

数は年ねん増加を続け、三種消防署管内も同じ状況となっています。

昨年、当署では732件の救急出動件数があり、700人が救急搬送されています。そ

の内312人（約45％）が入院の不要な「軽傷」に分類される人で、本当に救急車を

必要としている緊急性の高い傷病者への対応、処置等が遅れる場合があります。

救急車を本当に必要とする人のために、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ先　能代山本広域市町村圏組合　三種消防署　救急担当　TEL 85－3100

◆問い合わせ・申し込み先　企画政策課　情報統計係　TEL 85－4818

「インターネットはやってみたいけど、パソコンは苦手」という高

齢者の方、これからタブレット端末機器を使ってみようかと思ってい

る若い方などを対象に、“指タッチで簡単”タブレット無料体験教室

を開催します。

１人に１台タッチパネル端末をお渡しして、実際に操作しながらわ

かりやすく教える無料体験教室ですので、お気軽にご参加ください。

●言葉が出にくい。突然片方の手足に力が入りにくくなった。

●胸が締め付けられるように痛い。

●頭が割れるような痛み。今までに経験したことのないような痛み。

●息苦しい。呼吸がしにくい。

●意識がない。けいれんを起こしている。

●その他、いつもと違う場合。様子がおかしい場合。

次のような症状がある場合は迷わずに救急車を呼びましょう

救急車は正しく利用しましょう 救急車は正しく利用しましょう ！ 救急車は正しく利用しましょう ！ 救急車は正しく利用しましょう ！ 

救急車の正しい利用についてもう一度考えてみましょう。 救急車の正しい利用についてもう一度考えてみましょう。 

主な内容 ①タブレットを操作してみよう！

②インターネットにつないでみよう

③アプリで遊んでみよう

※ＮＴＴ東日本秋田支店とシニア生活アドバイザー（講師）のご協力をいただいて開催するものです。

～タブレット（タッチパネル端末）でインターネットを体験しよう！～ 

タブレット無料体験教室開催 タブレット無料体験教室開催 指タッチで簡単 

日　　時 ７月20日 第１回目 10：00～11：30

第２回目 14：00～15：30

※各回とも定員20名（先着順とさせていただきます）

場　　所 八竜改善センター（役場本庁となり）予定

申込期限 ７月12日まで

▲▲▲

▲ ▲ ▲
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◆問い合わせ先　能代山本広域市町村圏組合　三種消防署　救急担当　TEL 85－3100

夏に向けて、熱中症になる人が増えてきます。

熱中症を知って、しっかり予防し、楽しい夏を過ごしましょう！

症　　　状 

めまい・たちくらみ・こむ

ら返り・大量の汗 

頭痛・吐き気・体がだる

い・体に力が入らない・集

中力や判断力の低下 

意識障害（呼びかけに対し

反応がおかしい・会話がお

かしいなど）・けいれん・

運動障害（普段通りに歩け

ないなど） 

医療機関への受診 

症状が改善すれば受診の必

要なし 

口から飲めない場合や症状

の改善が見られない場合は

受診が必要 

対　　　処 

涼しい場所へ移動・安

静・水分補給 

涼しい場所へ移動・体

を冷やす・安静・十分

な水分と塩分の補給 

涼しい場所へ移動・安

静・体が熱ければ保冷

剤などで冷やす 

重症度 

ためらうことなく救急車

（119）を要請 

熱中症とは？

熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが

崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異状

など、様ざまな症状を起こす病気です。

家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

熱中症の分類と対処方法

こんな時はためらわずに救急車をよびましょう

◆自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合はためらわずに救急車を呼んでください。

◆意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状を発見された方は、ためらわずに救急車を呼んで

ください。

熱中症予防のポイント

●部屋の温度をこまめにチェック！（普段過ごす部

屋には温度計を置くことをお奨めします）

●室温28℃を超えないように、エアコンや扇風機

を上手に使いましょう！

●のどが渇いたと感じたら必ず水分補給！

●のどが渇かなくてもこまめに水分補給！

●外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ

対策も！

●無理をせず、適度に休憩を！

●日ごろから栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

熱中症を予防して元気な夏を ！ 熱中症を予防して元気な夏を ！ 熱中症を予防して元気な夏を ！ 熱中症を予防して元気な夏を ！ 

熱中症を予防して元気な夏を ！ 熱中症を予防して元気な夏を ！ 熱中症を予防して元気な夏を ！ 
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◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

近年、心の病気になる人たちは増え続け、患者数は300万人以上にもなっています。

精神疾患にはうつ病の他にも統合失調症やパニック障害、発達障害等さまざまあり、症状も多様です。眠

れない・気分が落ち込む・引きこもる・不安になりやすい・疑り深くなる等の症状が出た場合は、精神疾患

かも知れません。

原因は不明なものが多いのですが、ストレスを引き起こすような環境要件、ストレスへの対応力等が絡み

合って発症する場合もあります。つまり、精神疾患は誰でもかかる可能性があり、特別な病気ではありませ

ん。また、適切な治療の継続により、症状が好転または消失し、安定した状態になる場合が多くみられます。

しかしながら、精神疾患に関して「自分は関係ない」「精神疾患のある人は問題を起こしやすい」という

漠然とした認識があることも事実です。このような誤解のために偏見を持たれ、社会に参加するのに大きな

苦労を強いられてしまう人が少なくありません。実際、町民の方からもそのような声が寄せられています。

一人ひとりが、心の病気に対する正しい知識を身につけ、誤解や偏見のない社会を築いていくことが大切

です。

心の病気へのご理解をお願いします。

保健センターでは、こころの健康づくり事業の一環として、次のボランティアグループと連携し、
サロン開催日と同時に健康相談を行っています。また、保健センターでも随時相談を受け付けていま
す。どなたでもご利用できますので、お気軽にお立ち寄りください。

こころちゃん

秋田県の自殺者数は346人、自殺率32.3で、全国の22.9を大きく上回っています。また、三種町は９人で
自殺率48.5でした。この数字は県内の中でも高い率となっています。
今後も各種養成講座をはじめ、自殺予防のための普及啓発活動を行っていきます。町民の皆さんのご意見
やご提案などありましたら、保健センターまでお願いいたします。

健康推進課、各総合支所、保健センターに応募用紙を置いています。
募集期間は７月26日までです。詳しくは広報６月号をご覧ください。

随時相談を受け付けています（月～金　9：00～17：00） （相談専用電話）83－5556

※８月以降については、広報裏に掲載されている「主な行事」欄で日程をご確認ください。

八竜どうもの会　代表者：清水愛子

【開催日時】７月25日　毎月第４木曜日
13：30～15：30

【会　　場】八竜改善センター
【内　　容】・集った参加者でおしゃべり

・肩こり予防マッサージ
・唱歌、童謡を歌う
・健康相談（保健師による血圧測定）

代表者：津村まゆみ

【開催日等】７月８日（山本公民館）
７月16日（金陵の館）
７月25日（すいらんの館）

※全て９：30～11：30の開催となります。
【内　　容】・語り合う　　・ゲーム、歌

・肩こり予防マッサージ
・健康相談（保健師による血圧測定）

平成23年の衛生統計が県から発表されました

「こころのあたたかさ命のすばらしさ」の標語を募集しています

保健センターこころのなんでも相談

～おしゃべりサロン 縁側で日なたぼっこ～ コーヒーサロン チーム山本

いつだって　母ちゃん　あなたの応援団 24年度一般の部特選標語

心の病気について ～精神疾患を正しく理解しましょう～ 心の病気について ～精神疾患を正しく理解しましょう～ 

みんなで考える心の健康づくり みんなで考える心の健康づくり みんなで考える心の健康づくり 
Kokoro通信 Kokoro通信 
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◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

◆問い合わせ先　NPO法人 子ども・若者総合相談センター（長信田の森敷地内）
TEL 0185－72－4133 Mail：jobseek@nagashidanomori.com

お母さんのための交流サロン

学校のこと、子どもの友達や彼氏彼女のこと、進路のこと、バイトや部活のこと、職場のこと…。
母親って、子どもがいくつになっても、気がかりの種は尽きないもの。いろんな年代の子どもを持つお母さん
が集まって、美味しいケーキとお茶をお供に、ほんわかお喋りしてみませんか？
様ざまなお母さんの話を聞いて、みんな似たようなことを思ってるんだな、と安心したり、先輩ママに励まさ
れたり…。そんな、穏やかで優しい午後のひと時を、一緒に過ごせたらいいなと思っています。

※茶菓準備のため、出来るだけ前日までにお申し込みください。下記のメール、または電話でご一報ください。
（お名前・ご連絡先・お住まいの地域・お子さんの年齢をお知らせください。）当日参加も大歓迎です！

現在、首都圏を中心に風しんの患者数が急増しています。
20代以上（特に男性）は免疫を持たない方が多く、20～40代の男性、10代後半～30代女性に多く

発症しています。風しんの免疫を持たない女性が妊娠初期に感染すると、難聴や心疾患、白内障を主症
状とする先天性風しん症候群の赤ちゃんを出産する可能性があります。
町では、風しん感染を予防するため、風しん予防接種の費用を全額助成します。

（※）償還払いの申請手続きについて
風しん予防接種領収書・印鑑・振込口座番号を準備の上、三種町保健センター・三種町役場健康

推進課（３番窓口）、琴丘・山本総合支所（地域生活係）で申請手続きをしてください。
領収書がないと申請できませんのでご注意ください（領収書を紛失した場合はご相談ください）。

〒018－2303 三種町森岳字石倉沢１－２（長信田の森心療クリニック向い）

日　時 ７月９日　13：30～15：00

場　所 Caf リエゾン（参加費 無料）

対象者

三種町に住民登録がある19歳～59歳（平成26

年３月31日時点）の男女で、

①まだ風しんに罹患したことがない方。

②予防接種を受けたことがない方。

③風しんの罹患や予防接種の有無が不明の方。

※特に、妊娠を予定または妊娠を希望している女性

および配偶者、または妊娠している女性の配偶者

にお勧めします（妊婦への接種はできません）。

接種実施期間

平成25年４月１日～平成26年３月31日

対象ワクチン

風しん単独ワクチン、または麻しん・風しん混合ワ
クチン（ＭＲ）

助成額

風しん予防接種費用全額（※償還払い）
いったん、医療機関窓口で接種費用を支払った後、
償還払いの申請手続きをしてください。

その他

①受診予定の医療機関には必ず予約してください。
②平成25年４月１日以降、すでに接種した対象者
についても助成します。
③「妊娠している女性の配偶者または同居者」の方
は申請の際に母子手帳をご持参ください。

緊急対策
 

すくすく Junior inCafe リエゾン 参加者募集のお知らせ Junior inCafe リエゾン 参加者募集のお知らせ 

e

風しんの予防接種を受けましょう 風しんの予防接種を受けましょう 風しんの予防接種を受けましょう 

風しん予防接種（任意接種）費用助成事業 
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町では、昨年、平成24年９月25日に「三種町空き家

等の適正管理に関する条例」を公布しています。

この条例は、空き家等が放置され、危険な状態となる

ことを防止するとともに、既に空き家等が危険な状態に

ある場合には、その危険性を排除することにより、生活

環境の保全および安全で安心なまちづくりに寄与するこ

とを目的としています。

この条例の施行後、全町の各地区の自治会に危険な状

態の空き家等の情報提供をお願いしたところ、79件の

情報をいただき、この情報を基に現地を確認し、所有者

や相続人の調査を行っているところです。

補助金の額は、30万円を限度として、次に掲げる措

置に要する費用の３分の１に相当する額（千円未満切捨

て）となっています。

（１）建物等除却

（２）廃材等運搬および処理

（３）前各号に掲げるもののほか、町長が助言し、指導

し、もしくは勧告し、または特に必要と認めた措置

同一敷地内にある複数の空き家等がある場合は、30

万円が限度となります。

代執行によって解体された場合の費用は町が一時負担

し、場合によっては、所有者等に資産がなく町の負担の

ままになる場合も考えられますが、所有者等に全額請求

いたします。

危険な空き家とは
町内にある常時無人の状態にある建物等（使用

していない住宅、倉庫等）で危険な状態にある空

き家等危険な例

１．老朽化または自然災害（強風・大雪）により、

建物等が倒壊または飛散のおそれのある状態

２．不特定者の侵入により火災および犯罪を誘発

するおそれがある状態

３．人の生命、身体もしくは財産または周囲の道

路等の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態

空き家対策事業の流れ 
情　報　提　供 ○各自治会・近隣住民等からの情報提供 

実　態　調　査 

危険な状態の判定 

助言または指導 

勧　　　　　告 

措置を講ずる場合 

助　　成 

補助金制度 

○補助割合1/3 
○限度額30万円 

措置を講じない場合 

公　　　　　表 

命　　　　　令 

戒　　　　　告 

代　　執　　行 

個人負担2/3か限度額30万円 
を除いた額（補助あり） 

全額個人負担 
（補助なし） 

解　　　体　　　工　　　事 

○所有者等の調査 
○実態調査実施通知書送付（所有者等へ通知） 
○現地の確認 

○専門的知識者で判定 

○空き家等の適正管理勧告書送付（所有者等へ通知） 
　※行政不服審査法による申し立て期間は、60日以内。 

○看板等の設置による公表 
○告示等により公表 

○空き家等の適正管理命令書の送付（所有者等へ通知） 
　※行政不服審査法による申し立て期間は、60日以内。 

○代執行令書送付（所有者等へ通知） 
○代執行を行い、費用については所有者等へ請求する。 
　※行政不服審査法による申し立て期間は、60日以内。 

○空き家等の適正管理助言・指導書送付（所有者等
へ通知） 

○戒告書送付（所有者等へ通知）　 
　※期限内の命令に沿った措置が講じられない場合、
代執行する旨の内容。(費用は所有者等から徴収
する旨記載) 

○代執行による解体の場合、町で解体・処分費用を
一時負担しますが、所有者および相続人等にその
費用の全額を請求することになります。 

　※行政不服審査法による申し立て期間は、60日以内。 

　※行政不服審査法による申し立て期間は、60日以内。 

三種町空き家等の適正管理に関する条例について 
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町の工事契約状況 （工事名及び契約額、工期）

◎交通安全施設（区画線）整備工事
㈱三亀産業 15,771,000円 5/28～7/31

◎金光寺北金岡線舗装補修工事
嶋工建設工業㈱三種本店 9,985,500円 5/28～7/31

◎釜谷１号線舗装補修工事
小玉建設㈱ 4,872,000円 5/28～7/19

◎楽しく集う青春館　冷暖房設備交換工事
丸一佐々木建設㈱三種支店 3,622,500円 6/11～7/31

◎浜口浄水場次亜注入機交換工事
秋田東北商事㈱ 2,551,500円 6/5～8/30

地域で活動していただける「結婚サポーター」

を募集しています。「結婚サポーター」は秋田県

に登録し、あきた結婚支援センターや市町村と協

力して活動する結婚支援ボランティアです。

「結婚サポーター」募集中

活動内容

○出会いや結婚に関する相談やアドバイス

○結婚支援センターの紹介やイベント情報の提供

○サポーター交流会での情報交換

登録方法

市町村を通じて県に応募し、あきた結婚支援セ

ンターの研修（役場で２時間程度）を受講してい

ただきます。

研修終了後、県から身分証が交付され、お名前

と市町村名を公表し、活動していただきます。

留意事項

○営利を目的とした活動はできません。

○活動のための報酬、交通費の支給はありません。

◆問い合わせ先　企画政策課　企画係　TEL 85－4817

予防接種法の改正により、この４月１日から定期予防

接種となった子宮頸がん予防ワクチンですが、その有効

性については今後予防接種と検診の併用により子宮頸が

んの予防が期待されていたところです。

その一方で、接種後の副反応が一定の頻度で因果関係

を問わず発生していることを受け、厚生労働省（厚生科

学審議会副反応検討部会）は当面の間、子宮頸がんワク

チンの積極的勧奨を控える決定を行いました。

下記のとおり対象となる皆さん（保護者の皆さん）に

お知らせします。

●現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお

勧めしておりません。

●当分の間は希望者のみの接種となります。接種に当た

っては有効性とリスクを理解し、接種医と相談の上受

けていただくことになります。

ＥＭ（有用微生物群）で捨てていた生ゴミを有

機肥料にしたり、廃油で石鹸を作ったり、身近な

環境をキレイにすることができ、それを地域に広

めることができます。

上級インストラクターがＥＭについてわかりや

すく説明してくれますので、お気軽にご参加くだ

さい。

日　　時　 ７月24日　午前10時～

場　　所　 八竜改善センター

講　　師　ＥＭ上級インストラクター　田中喜昭 氏

演題「ＥＭの活用方法について」

参 加 費　 無　料

子宮頸がん予防ワクチン予防接種について
～積極的にはお勧めしておりません～

ＥＭ講習会のお知らせ

◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

◆問い合わせ先　町民生活課　TEL 85－4833

◆問い合わせ先　町民生活課　環境衛生係　TEL 85－4824

マナー１ フンの始末はしっかりと！

きれいな町を飼い犬のフンで汚さないようにしまし

ょう。散歩に出るときはフンを取る袋などを必ず持ち、

そのままにしておくことがないようにしてください。

マナー２ 鳴き声に注意を！

むだぼえ、特に夜中や早朝の鳴き声は近所の人にと

って大変迷惑です。近所への心くばりをするとともに、

しつけ等によって改善に努めましょう。

マナー３ 犬の放し飼いは絶対やめましょう！

飼い犬を夜から朝にかけて放したり、散歩中に放す

人がいます。かみつき事故や交通事故の発生に繋がる

可能性があります。リードはずしは絶対にしないでく

ださい。

マナー４ 登録と狂犬病予防注射を忘れずに！

犬の所有者は、生後91日以上の犬に対して、生涯１

回の登録と毎年１回の狂犬病予防注射を受けさせる義

務があります。また、鑑札や注射済票を首輪に付ける

ことも義務づけられています。

飼い犬が迷子になった場合で

もすぐに飼い主が確認できます

ので、首輪につけてください。

犬の飼い方～飼い主のマナー～ 犬の飼い方～飼い主のマナー～ 
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◆問い合わせ先　商工観光交流課　TEL 85－4830

サンドクラフト2013 inみたね サンドクラフト2013 inみたね サンドクラフト2013 inみたね 
砂と遊ぶ  ～浜、海、そして空～ テーマ 

09:00 開　会
11:00～ 公開砂像づくり～彫刻家 保坂俊彦氏～
12:30～ 藤田ゆうみんライブ
14:00～ じゅんさいスライダー ～流しじゅんさい～
14:30～ 司会者あいさつ
15:00～ フリースローゲーム
16:00～ じゅんさいスライダー ～流しじゅんさい～
16:20～ フラダンス ～Moko＆Kyu's、プルメリアの会～
17:00～ 砂像甲子園表彰式
17:40～ スコップ三味線＆じゅんさい音頭 ～みたね

ベンソンYHK、じゅんさい音頭推進協議会～
18:00～ サンセットセレモニー
18:30～ 砂像制作表彰式 ～砂像ライトアップ～
19:30～ 太鼓とヤートセで盛り上がろう

～長信田太鼓、酔楽天ほか～
20:30～ 花火ショー（海フェスタ主催）

予
定

１
日
目

７
月
27
日
�

※日程は変更になることがありますのでご了承願います。

○砂像展示
○ご当地グルメコーナー
・みたね巻　・みたねバーガー
○砂像制作体験コーナー（１回200円）
２日間（10：00～14：30）
○出店村（露店コーナー）
○オフィシャルグッズ販売
○自衛隊展示ブース

イベント会場 

↓ 

↓  

↓  

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

▲
 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 
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▲
 

▲
 ▲ 

▲ 

▲ ▲ ▲ ▲ 

▲
 

メロンロード 

101号線 

釜
谷 

第1駐車場 

第2駐車場 

第3駐車場 

釜谷運動公園 
臨時駐車場 

臨時駐車場 

臨時駐車場 

ロ
ー
ソ
ン 

至
能
代
市 

国
道
７
号
線 

サ
ー
ク
ル
Ｋ 

ショッピングセンター 
ポポロ 

町民球場 

至大潟村 

至森岳駅 

至秋田市 

三種町役場 
臨時駐車場 

交通誘導看板 → 進行方向 進入禁止 

出口 出口 出口 

臨時駐車場 

釜　谷　浜 

↓ 

■土曜日の夕方からは大変交通が混雑しますので、ゆめろんと役
場駐車場から出るシャトルバスをご利用下さい。 

行　き　  17：30～19：00（随時） 
帰　り　  終　了～21：30（随時） 

・交通安全確保のため交通規
制を行います。
・当日は事故防止のため交通
整理員の指示に従ってくだ
さい。

サンドクラフト2013
inみたね
会場周辺
見 取 図

09:00 開　会
09:00～ アウトドア綱引選手権

～三種町綱引連盟～
10:00～ 風力発電公開学習 ～㈱エムウインズ～

世界ウインドデーを開催、公開学習、
電気自動車の展示、グッズプレゼント

10:00～ 航空自衛隊秋田救難隊救助活動
10:30～ 第11回水着コンテスト
13:30～ メロン早食い競争

小学生の部、一般の部、カップルの部
14:30～ 閉　会

７
月
28
日
�
予
定

2
日
目



想 『人口減少社会と行政サービス』
町長 三　浦　正　隆

今年３月、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がこれから27年後の2040年（平成52年）における全国の

県・市町村の人口推計を発表しました。それによると秋田県の人口は35万人減少して約70万になり、減少率は全国

で最大の35.6%となります。

年齢別では０～14歳の年少人口は５万8,303人、15～64歳の生産年齢人口は47.7%減の33万5,078人、65歳以上人

口は30万6,433人で、2040年の高齢化率は全国で最も高い43.8%です。本県の人口減少と少子高齢化は一層進むと予

想されます。

ちなみに75歳以上人口は19万9,096人で、2010年に比べ13.6%増加し、全人口に占める割合は全国で最も高い

28.4%です。介護を必要とせず、自立した生活ができるいわゆる「健康寿命」を是非長く保ちたいものです。

本町の場合ですが、2020年には１万5,680人、

2030年には１万2,678人、そして2040年には１万

６人と47％減少するという推計です。生産年齢人

口が減ることにより地域内での消費が減少し、ま

た、人口を基に算定されている地方交付税等は大

幅に削減されてしまいますから町の経済にとって

は大打撃です。

さて、人口減少の要因はいろいろありますが、

何と言っても若い人達が希望するような職種が県

内に少ないということが一番の原因かと思います。

雇用の場の確保は若者に限らず多くの町民にとっ

ても最優先の課題であります。町ではこれまで地

域雇用創出推進事業を行い、地元企業に元気にな

ってもらって雇用の場の確保に努めてきました。設

備投資や新規雇用等の補助を行い、これまでの４

年間で合計１億5,000万円程を支援して参りました。

また、出生数の減少対策として赤ちゃん誕生祝い金事業や特定不妊治療費への助成、中学生まで医療費を無料化す

る福祉医療給付など実施しております。学童保育においては、放課後児童クラブの利用時間を１時間延長するなどお

母さんが子育てをしながら安心して働くことができるよう支援しています。

農業に関してはさらに問題が深刻です。昨年から「人・農地プラン」が始まり、今後５年後、10年後営農をどう

するか意向確認をしていますが、多くは現状維持か縮小です。今後、担い手不足のため広大な農地が遊休化してしま

う可能性があります。農地の集積化も含めて町としてもこれから思い切った対策を取る必要があります。

こうした少子高齢化、人口減少が進む中、安心して暮らせる地域づくり、地域で高齢者を支える仕組みなどを早急

に構築する必要があります。「人口減少社会」という言葉が日常的になり過ぎて一種の諦めムードが出ることを大変

危惧しています。

今こそ地元に残っている我々がこの地域を魅力ある場所に変えていく行動を起こすことが必要です。一旦は町から

出て行った若い人達が「うちの町は意外にいいかも・・・」と思えるような魅力と誇りを持てるふるさとづくりが必

要です。全国の中で成功している事例も参考にしながら、有効な施策を実施したいと思います。
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◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

集団健診 日程変更のお知らせ
集団健診の日程が一部変更になりましたので、ご注意くださるようお願いし、お知らせいたします。

《胃がん検診・大腸がん検診》

実施日 会　場 受付時間 

７月21日（日） 7：00～8：00
鵜川地区館 

浜口地区館 

実施日 会　場 受付時間 

７月28日（日） 7：00～8：00
鵜川地区館 

浜口地区館 

秋田県の将来推計人口 

0

20万人 

40万人 

60万人 

80万人 

100万人 

120万人 

2010　 2015　 2020　 2025　 2030　 2035　 2040

総人口 

65歳以上 75歳以上 

0～14歳 15～64歳 
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後期高齢者医療の保険料額決定通知書が
7月中旬に届きます

平成25年度の保険料額をお知らせする通知書をお届けします。保険料のお支払い方法は、

・特別徴収（年金からの納付）

・普通徴収（口座振替または納付書での納付）

に分かれています。保険料は原則として年金から納めていただくことになってお

りますが、健康推進課の窓口で申請することで、特別徴収（年金からの納付）か

ら口座振替に変更することができます。

また、特別徴収の対象とならない方の保険料は、口座振替または納付書で納め

ていただくことになっておりますが、納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて

便利で安心な口座振替がおすすめです。

後期高齢者医療制度は、所得の低い世帯の方の保険料を軽減する次のような措置が設けられています。

●均等割の軽減

●所得割の軽減
所得割を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は所得割額が5割軽減され

ます。（例：年金収入のみの場合は、年金収入153万円～211万円まで）

●職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険等

の被扶養者であった方は、均等割が9割軽減され、所得割の

負担はありません。

※国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国保

組合）に加入されていた方は、軽減措置の対象に

なりません。

通知書 

軽減割合 世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額 

8.5割 33万円以下の世帯 

9割 被保険者全員の年金収入80万円以下（その他各所得がない） 

5割 33万円＋24.5万円×被保険者の数（世帯主である被保険者を除く） 

2割 33万円＋35万円×被保険者の数 

注意 

平成25年度の保険料軽減措置について
お知らせします　　　　　　　　　　　　
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◆問い合わせ先　　健康推進課　後期高齢係　　TEL 85－4834

平成25年8月1日から後期高齢者医療制度の被保険者証が「若草色の被保険者証」に変わります。7月

下旬にお届けしますので、8月1日以降は新しい被保険者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。

●現在、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方へ

現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き平成25年度も住民税非課税世帯の方については、
8月1日からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒にお届けします。

入院したときに、この認定証を提示すると、入院時一部負担金と食事の負担額が減額されます。過

去に交付を受けていない方については送付されませんので、世帯員全員が住民税非課税で認定証が必

要な方は　健康推進課、または各総合支所地域生活係で申請をしてください。

ジェネリック医薬品に切り替えることにより、自己負担額を500円以上

削減できると見込まれる方に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をお

送りします。（7月・１月送付予定）

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られた薬（新薬：先発

医薬品）の特許が切れてから同等の有効成分を使って作られた安価な薬です。

ジェネリック医薬品への切り替えにあたっては、主治医や薬剤師に十分に

ご相談ください。

保険証を使って柔道整復（整骨院等）、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けられた方に「医療費

通知書」をお送りします。（6月・9月・12月・3月の4回送付予定）施術の日数や医療費などが記載さ

れたもので、その内容についてお尋ねする場合がありますので、領収書は大切に保管してください。

新しい被保険者証

〈有効期限〉

平成25年8月1日～（1年間）
〈有効期限〉

平成25年7月31日まで

今までの被保険者証

後期高齢者医療の被保険者証が
新しくなります　　　　　　　　　　　　　

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する
差額通知について

柔道整復、はり・きゅう、マッサージの
医療費通知について
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◆問い合わせ先　秋田年金事務所 TEL 018－865－2399
健康推進課国保年金係 TEL 0185－85－2137
琴丘総合支所地域生活係　TEL 0185－87－3516
山本総合支所地域生活係　TEL 0185－83－2115

国民年金保険料免除等の
申請について

国民年金加入者で、60歳到達予定者を対象にした相談を
年金窓口で行っています。ご利用ください。

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎

年金が受けられない場合があります。

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予

となる「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」がありますので、年金事務所または役場

の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は、年金事務所または役場の国民年金担当窓口に備え付

けてあります。

平成25年度の免除等の受付は平成25年７月１日から開始され、平成25年７月から平成26年６月までの期間

を対象として審査をおこないます。

※平成25年７月に申請する場合は、平成24年７月から平成25年６月分までの期間（前一年間分）についても

申請することができます。７月に前一年間分の免除申請も申請される場合は、申請書を２枚提出されるよう

お願いします。

売発
時同

1等 3億円、前後賞 各1億円 1等　2千万円×450本 

2013年市町村振興宝くじ （公財）秋田県市町村振興協会 発売期間 
抽せん日 

1等・前後賞合わせて5億円 
 

サマージャンボ 2000万サマー 
広告

翌年度以降も引き続き全額免除または若年者納付猶予を希望される場合は、申請

書の所定の欄に印を付していただくことにより、翌年度以降の申請書の提出は不要

となります。

※ 全額免除または若年者納付猶予の承認を受けられた方に限ります。

※ 失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提

出が必要となります。

※ 所得要件の審査は、市（区）町村民税の申告内容をもとに行いますので所得申告

を忘れずに行ってください。

毎年の申請が不要！
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株式 
会社 ジェイエイ山本葬祭センター 総合 

案内 
年中 
無休 

みどりの会会員募集中 入会金は一家族（一団体） 10,000円のみ 
● ホール葬コース料金20％割引 
　自宅祭壇無料コース・安置専門コース等 様々なコースがございます 
● 自宅葬儀祭壇20％割引  
● 引出物20％割引 

会
員
特
典 ほか特典多数ございます 

http://www.ja-sousai-cuore.co.jp

広告

■一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略

が可能となるなど、手続が簡略化されるように

なります。

■お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交

付を受けること（注）ができるようになります。

（注）住基カード又は在留カード等の提示が必要です。

■住基カードの交付を受けている方は、転入届の

特例が受けられ、郵送等により転出届を行うこ

とで、引越し時の手続で市区町村の窓口に出向

くのは、引越し先の一度で済むようになります。

■住基カードに電子証明書を格納することで、電

子証明書による本人確認を必要とする行政手続

のインターネット申請ができるようになります。

■住基カードの交付を受けている方は、一部の市

区町村において、コンビニエンスストアでの証

明書等の交付など、市区町村が行う独自のサー

ビスが受けられるようにな

ります。

（当町では行っていません）

※住基ネットに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳ネットワークシステムのホームページ」を

ご覧ください。

※住基カードに関する詳しい内容につきましては、「住民基本台帳カード総合情報サイト」をご覧ください。

2013年７月８日から、住基ネットの運用が開始されます。 
また、住基カードの交付を受けることができるようになります。 
2013年７月８日から、 が開始されます。 

また、 を受けることができるようになります。 

外国人住民の方についても 

2013年７月８日から、住基ネットの運用が開始されます。 
また、住基カードの交付を受けることができるようになります。 

住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居
住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為
の11桁の番号です。

住基カードは、セキュリティに優れたICカードで、「写真付き住基カード」は公的な証明書として
も使えます。

2013年７月８日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム
（住基ネット）の運用が開始されます。

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、

2013年７月８日から、その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されます。

2013年７月８日から、外国人住民の方もお住まいの市区町村で住民基本台帳カード
（住基カード）の交付を受けることができるようになります。

2013年7月8日から、できるようになることの例



みたね 

みたねみたね みたね 
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まちの話題 まちの話題 まちの話題 まちの話題 みんなで作る みんなで作る 

６月８日、ＪＲ東能代駅ホーム内でリゾートしらかみの乗車客に対

し、町の魅力をＰＲしました。このイベントは町とＪＲ秋田支社及び

観光協会の共催で秋田デスティネーションキャンペーンの一環として

行われました。この日は流しじゅんさいなどで乗車客におもてなし。

じゅんさいを食べるのがはじめてという方もおり、流れてくるじゅん

さいを箸でつかむのに四苦八苦しながら、旬なじゅんさいに舌鼓を打

っていました。

イベントは、今後も10月まで月一回のペースで行われる予定です。

流しじゅんさい好評！
JRリゾートしらかみの乗客に三種をPR！

第2子・第3子誕生祝い金贈呈　　三種の大切な宝　～健やかな成長を～
５月28日、役場で第２子・第３子誕生祝い金の贈呈式が行われました。

今回の出席者は、檜森悟さん・志穂美さん夫婦（浜田）のお子さんで１月７日に生まれた星愛來
せ あ ら

ちゃん、三浦謙一

郎さん・芹奈さん夫婦（大町）のお子さんで１月７日に生まれた凜
りん

ちゃん、工藤功靖さん・直美さん夫婦（八幡越）

のお子さんで１月17日に

生まれた咲
さ

雪
ゆき

ちゃん、川

村慎さん・規子さん夫婦

（増沢）のお子さんで１

月18日に生まれたくるみ

ちゃん、近藤基さん・舞

さん夫婦（川代）のお子

さんで１月21日に生まれ

た樹
いつき

ちゃん、沖田勇雄さ

ん・裕美さん夫婦（大町）

のお子さんで１月24日に

生まれた実夢
み ゆ

ちゃんです。

「健康でやさしい」「おも

いやりのある」「ユーモ

アのある」「明るく素直

な」「世界に羽ばたく子

に」育って欲しいなどと

我が子の成長への思いを

語ってくれました。

星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 

実夢ちゃん 

ちゃん ちゃん 

星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 樹ちゃん 

実夢ちゃん 

ちゃん 

星愛來ちゃん 星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 

実夢ちゃん 

ちゃん 

星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 

実夢ちゃん 実夢ちゃん 

ちゃん 星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん 咲雪ちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 

実夢ちゃん 

ちゃん 星愛來ちゃん 

咲雪ちゃん くるみちゃん くるみちゃん 

樹ちゃん 

実夢ちゃん 

ちゃん 

夏期講習の詳細 
はこちら↑ 

夏期講習　部活終了後の中３生受付中！ 
7月20日（土）まで！！ 

広告

櫻田  節子 

三種町外岡字中嶋130－60

ブルーベリー櫻田農園 

 0185ー83ー4336
携 帯 090ー2272ー7923

ブルーベリー 
摘み取り体験 

TEL 
FAX

予約 
必要 

広告

▲流れてくるじゅんさいに歓喜



29

町をきれいに！気持ちよく！
みなさんクリーンアップありがとう！

６月９日八竜建設技能組合（桧森三喜男組合長）25名の

みなさんが、メロンロードを、16日には商工会青年部（田

中洋平青年部長）のみなさんが国道７号線沿いをクリーンア

ップしました。

町に多くのお客様を迎えるこれからの時期。気持ちよく迎

え入れようと実施。みなさんありがとうございました。
▲沿道のごみを丁寧に拾う（建設技能組合）

▲１鉢ずつ丁寧に植え付け
（浜口小）

思いやりの心を大切に～　浜口・下岩川小児童「人権の花」植え付け
６月６日・11日に浜口小学校と下岩川小学校で

「人権の花」運動が行われ、児童たちが花の植え付

け作業を行いました。

この運動は人権啓発活動地方委託事業として、能

代人権擁護委員協議会南部地区会などにより「命の

大切さや思いやりの心をはぐくみ、豊かな人権感覚

を身につける」ことを目的に行われています。

人権擁護委員の先生から「人権とは思いやりの心」

とお話を聞いた児童たちは、友人や先生方、人権擁

護委員や民生委員、地域の方々と協力し合いながら

一生懸命花植えを行いました。作業後には児童の代

表が「自分や友達を大切にし、花をみんなで協力し

てお世話をして、いつまでもきれいな花を咲かせた

い」とあいさつをしました。

おいしい「岩川地鶏」で町づくり
新設した鶏舎にひよこが届きました！

６月10日、上岩川「房住里の会」に、かわいい80羽のひ

よこが届けられました。

これは、国の事業を利用し「岩川地鶏」の生産拡大を図り、

地域を元気づけるための事業を効果的に展開しようというも

のです。

写真は、事業で新設した鶏舎に、元気いっぱいのひよこを

放している様子。山あいの冷涼な気候とミネラルに富んだ水

が育てた地鶏は秋には優れた肉質と優良な脂肪を誇り、市場

に出荷されます。
▲地域と共に大きく立派に育ちますように…

広告

▲思いやりの心で協同作業（下岩川小）



今年も芸術の“夏”がやってきました。
町内の芸術活動、作品をぜひご覧ください。

●作品展示 ７月11日（木）～13日（土）
午前10時～午後５時
（※最終日は３時30分まで）

●舞台発表 ７月14日（日）午後１時～
●会　　場 山本ふるさと文化館

◆問い合わせ
三種町芸術文化協会（生涯学習係内）
TEL 87－2113

第５回 芸術文化祭開催

チャレンジデー 2013チャレンジデー 2013
５月29日、町内全域で「チャレンジデー2013」が行われ、自宅

や職場等町内各地でたくさんの人たちがスポーツや運動に励みま
した。
当日はあいにくの雨でした

が、琴丘地域では「おはよう
ジョギング体操」、山本地域では「らくらく健康体操」、八竜地域では「活き活き
健康サークル」など、町内全域で盛んなスポーツ活動が展開されました。
三種町の最終集計は、参加率31.7％の銀メダルで、対戦相手の青森県藤崎町の

67.4％に及びませんでした。今年はこれまでの琴丘地域のみの参加から、初めて
三種町全町で参加しました。来年こそは金メダルを目指して頑張りましょう！
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せせらぎ 

生涯学習通信 

７月号 

子どもたちのために～各種学校関係委員決定
●三種町立小中学校学校評議員
（任期：平成25年4月1日～平成26年3月31日）

■琴丘小学校………近藤　和雄、畠山　暖子、高橋　英幸
■下岩川小学校………岡　　良悦、赤川　秀悦、小山内喜見男
■森岳小学校………阿部　孝子、永瀬　福男
■金岡小学校………信太　昭一、千葉　良子、山田　美穂
■浜口小学校………清水　愛子、加賀谷道則、三浦　洋子
■湖北小学校………阿部　　覚、茂林　敦子
■琴丘中学校………近藤　和雄、畠山　暖子、高橋　英幸
■山本中学校………泉　　牧子、赤川　秀悦、信太　昭一
■八竜中学校………阿部　　覚、畠山　勝巳、櫻井奈穂子

大山　　聡、三浦　洋子

●三種町学校給食運営委員
（委嘱期間：平成25年4月1日～平成27年3月31日）

■森岳小学校長………………………近藤　勘一
■琴丘小学校長………………………金野　尚人
■浜口小学校長………………………渡邊　清彦
■琴丘中学校長………………………川田　浩三
■山本中学校長………………………佐々木彰子
■八竜中学校長………………………近藤　正実
■湖北小学校長………………………杉山　靖広
■下岩川小学校長………………………沢木　　裕
■金岡小学校長………………………米川　　貢
■琴丘中学校ＰＴＡ会長……………畠山　　晋
■山本中学校ＰＴＡ会長……………三浦　和也
■八竜中学校ＰＴＡ会長……………相澤　和範
■湖北小学校ＰＴＡ会長……………佐々木順也
■琴丘小学校ＰＴＡ会長……………近藤　　晃
■下岩川小学校ＰＴＡ会長……………小嶋　　誠
■山本地域振興局福祉環境部長………石山　　明
■三種町物資納入組合長………………泉　　一郎
■学　校　医……………………………佐藤　家隆
■保　健　師……………………………工藤　孝子

●三種町学校検討委員会委員
（任期：平成25年3月19日～平成27年3月18日）

■校　長　会………川田　浩三、近藤　勘一
■小中学校保護者………近藤　　晃、佐々木孝洋、石井　達美

山田　美穂、相澤　和範、清水　正紀
田中　明浩、三浦　和也、高橋　政平

■保育園保護者………木村　重仁、児玉　清貴、佐藤　綾子
■自　治　会………近藤　誠一、小山内喜見男、佐々木清一
■学識経験者………近藤　和雄

学校関係委員に次の方々が委嘱されました。

山本ふるさと文化館での軽運動八竜中でのスポーツ講演会

琴丘稜線新緑ウォーキングのつどい

◆問い合わせ、申し込み先　教育委員会総務学事課　TEL 87－2115

子どもの発達や気になる行動への対応、就学相談等について、保
護者や関係者等を対象にした相談会を実施します。適切な支援のあ
り方や、関係機関の紹介等、情報提供を行います。

◆期　　日 前期：８月２日（金）
後期：10月４日（金）

◆相談時間 午前10時～午後３時

◆会　　場 能代市中央公民館

※相談希望の方は、町教育委員会にお申し込みください。
※相談当日は、できるだけお子さんと一緒においでください。

ひとりで 
悩まないで 就学や教育に関する相談会実施 



山本地区読み聞かせグループ「あのねのネ」 山本地区読み聞かせグループ「あのねのネ」 

読み聞かせフェスタinやまもと 読み聞かせフェスタinやまもと 読み聞かせフェスタinやまもと 第１回 

生 涯 学 習 通 信 
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●教育委員会
総務学事課総務係・学事係（琴丘総合支所内） TEL 87－2115
生涯学習課生涯学習係（琴丘総合支所内） TEL 87－2113
生涯学習課スポーツ係（琴丘総合体育館内） TEL 87－2222

●琴丘公民館 TEL 87－2113（生涯学習係内にあります）
●山本公民館 TEL 83－2354
●八竜公民館 TEL 85－2177

生涯学習に関する

申し込み・問い合わせ先

「路傍の石愛好者」宮田紘孝さん（鵜川）の初
めての作品展が、６月12日～16日にかけて能代
エナジアムパークで開催されました。
宮田さんが作るのは、道ばたや海岸に転がって
いる石に着色し、さまざまな野菜、動物、乗り物

等に変化させる
「ストーンアー
ト」。石の形を生
かした珍しい作品
を見ようと、会場
は親子連れ等たく
さんの人で賑わっ
ていました。

◆申し込み・問い合わせ先　佐藤　TEL 0185－52－4599 ◆問い合わせ先：山本公民館　TEL 83－2353

■日　　　時 ７月６日（土）
●Ａレッスン 午前10時～12時（６組の親子）
●Ｂレッスン 午後１時～３時（６組の親子）

■場　　　所 ゆめすた 八竜室内テニスコート
■対　　　象 小学校１～３年生とその保護者
■レッスン料 無　料
■締　　　切 各レッスン６組になり次第締め切ります。
■用意する物 底が平らなシューズ

（ラケットは無料貸出します）
■主　　　催 秋田県テニス協会県北支部

山本地区に読み聞かせグループが誕生しました。

◆日　時：７月29日（月）午前９時30分から12時
◆場　所：山本公民館　第１講座室
◆対象者：幼児から大人まで　ご家族も大歓迎です。
◆内　容：◎大型絵本や紙芝居の読み聞かせ。

◎簡単な手話で童謡を歌います。
◎うちわ作り体験コーナーもあります。

◆会　費：無料です。（飲み物・おやつを用意しております。）
※皆様お誘いのうえ、ご参加してください。お待ちしております。

親子テニス教室のお知らせ
～硬式テニスにLet's Try！～

子どもたちを不審者から守る

ながらパトロール隊員募集
県では、毎週木曜日の通勤・買い物途中
等に自転車でパトロールを実施する「なが
らパトロール隊員」を募集しています。

【応募対象】 県内に居住する18歳以上の方（高校生は除く）。

【応募方法】 申込書を県民生活課安全安心まちづくり・交通
安全班まで送付する（Eメール、FAX、郵送）。

【貸与物品】 パトロールシート又は腕章

【実施期間】 物品を貸与された日～11月30日（土）

【応募締切】 ７月31日（水）

◆問い合わせ・提出先　〒010－8570  秋田市山王４－１－１　本庁舎5階
秋田県生活環境部　県民生活課　安全安心まちづくり・交通安全班

TEL 018－860－1522 FAX 018－860－3891 Eメール：kotsu@mail2.pref.akita.jp

※詳しくは、秋田県庁県民生活課ホームページをご覧ください（http://www.pref.akita.lg.jp/seikatu/）。
実施要項及び申込書はホームページからダウンロードできます。

国民文化祭は、全国各地の人々が様々な文化活動を通して
交流する「国内最大の文化の祭典」です。
三種町の誇る指定無形文化財「森岳歌舞伎」と、文化力の
高さと地域の絆を体現する「パッチワーク緞帳」。こうした
文化資源を見つめ直し、積極的な活用を図りながら「地域の
文化力を高め、文化の力で地域を元気に」していくことが、
国民文化祭・あきた2014の基本理念です。

内　容 会　場 開催日 開催事業 

全 国 か ら パ ッ チ ワ 
ー ク ・ キ ル ト 作 品 
を 募 集 し ま す 。 

山 本 ふ る さ と 文 化 館、 
山本体育館 

H 2 6 年 
1 0 月 4 日～ 1 0 日 

キルト 
フェスティバル 
i   n   みたね 

県内外の地歌舞伎 
が競演します。 

山本体育館、 
農村歌舞伎会館 

H 2 6 年 
1 0 月 1 8 日～ 1 9 日 

地歌舞伎の祭典 

国民文化祭・あきた2014国民文化祭・あきた2014国民文化祭・あきた2014

せせらぎ６月号にB&G海洋センターの開館期間を６月23日～９月15日（日）と掲載しましたが、６月23日～
９月８日（日）と致します。訂正して心よりお詫び申し上げます。

お詫びと訂正
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INFORMATION ･････････････････････････

ドラゴンクリニック 
医療法人　秋田愛心会 内科・消化器内科・外科・整形外科 

〒018－2407  山本郡三種町浜田字上浜田１ 

TEL. 85ｰ4666

月 火 水 木 金 土 
７月６日 

循環器 高野医師 
整形外科 稲場医師 

７月13日 

脳神経外科 門田医師 

７月12日 

整形外科 稲場医師 
平尾技師エコー 

整形外科 稲場医師 

整形外科 稲場医師 
内視鏡 妹尾医師 

７月11日 

７月５日 ７月４日 

 
平尾技師エコー 

７月10日 ７月９日 ７月８日 

７月３日 ７月２日 ７月１日 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 立 

内科 山崎院長 
内視鏡 妹尾医師 

立 

７月20日 

整形外科 北医師 

７月19日 ７月18日 ７月17日 ７月16日 ７月15日 

７月27日 

循環・整形 菊地医師 

７月26日 

整形外科 稲場医師 

７月25日 ７月24日 ７月23日 ７月22日 

７月31日 ７月30日 ７月29日 

毎月第2土曜日 脳神経外科 
毎月第3土曜日 整 形 外 科 
毎月第4土曜日 　　　　　 

千葉県 妹尾内科院長 胃カメラ 大腸カメラ 

平
成
25
年
度
７
月
診
療
予
定
表 

午前診療 

午後診療 

午前診療 

午後診療 

午前午前・午後診療午後診療 

午前午前・午後診療午後診療 

午前診療 

午後診療 

鼻からなので楽です。 
ご予約受付中ご予約受付中 ご予約受付中 

脳梗塞などの後遺症や、 
物忘れについてもご相談ください 
 
土曜日午後も診療いたします。 
ご予約受付中 

山形徳洲会病院 整形外科 
（前勤務先 山本組合病院 循環器科） 

循 環器科  
整形外科  

広告

昭和58年4月2日から平成8年4月1日までに生ま
れた方（大学を卒業または平成26年3月までに卒業
見込みの方を除く）

9月21日・22日（2日間）

7月26日～8月23日
◆問い合わせ・申し込み先

秋田県警察本部警務課　TEL 0120－863－314

受付期間

1次試験

募集資格

警察官Ｂ・女子警察官Ｂ募集

平成25年度調理師試験

8月28日　13：30～15：30

秋田県庁正庁ほか

6月24日～7月12日

7月 3 日～7月12日
◆問い合わせ先

能代保健所　TEL 52－4331

願書受付

願書配布

試験会場

試験日時

平成25年度金岡小学校同窓会総会

7月12日　18：00～

森岳温泉　ホテル森山館

●総会　18：00 ●芸術鑑賞会　18：30
●懇親会（会費4,000円　当日持参）19：00

参加申込みの締め切りは7月5日
◆問い合わせ先

金岡小学校（担当：櫻庭）TEL 83－2210

その他

日　程

会　場

日　時

「母への手紙」を募集します！

母親へ「直接話せない」ことや「言えないでしまっ
た」ことはありませんか？自分にとっての家族や母親
の存在を考えたことはありますか？
橋本五郎文庫では、母への思いを綴った手紙を全国
から募集します。

母への手紙

7月1日～9月30日

文字数800字以内
応募資格は問いません
コピー不可／未発表のものに限る

※その他詳細については、下記へお問い合わせいた
だくか、橋本五郎文庫ホームページでご確認くだ
さい。
◆問い合わせ先

橋本五郎文庫　TEL 87－3177

http://www.h-goro-bunko.com/

応募方法

募集期間

テ ー マ

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集

ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送中の、「にっぽん縦
断こころ旅（2013春の旅）」。9月23日北海道をスタ
ート、冬の愛知県を目指しています。
番組では、みなさんからのお手紙で旅のルートを決
定するため、三種町の「忘れられない場所、風景」に
まつわる手紙を募集しています。手紙が採用されれば
火野さんが三種町を訪れます。
☆秋田県の放送予定　10月7日～10月13日

9月17日（必着）

住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思
い出の場所、風景にまつわるエピソード

www.nhk.or. jp/kokorotabi/
FAX 03－3465－1327
郵送　〒150－8001 ＮＨＫ「こころ旅」係

◆問い合わせ先

ＮＨＫふれあいセンター　TEL 0570－066－066

応募方法

応募内容

応募期限

事業主のみなさまへ

大卒等の採用選考が4月1日から始まっている中
で、高卒を対象とした学卒求人の受け付けが6月20
日より開始されました。
企業の将来を担う優秀な人材の確保と地元定着によ
る活力あるふるさとづくりのため、採用枠の拡大と学
卒求人（高卒、大卒等）の早期提出をお願いします。
また、応募者の適性と能力のみを基準とした公正な
採用選考をお願いいたします。
◆問い合わせ先

ハローワーク能代　TEL 54－7311
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松庵寺境内 

松庵寺郷土祭り開催 !!

（雨天時 本堂） 鹿渡字勢奈尻95 Tel 87－2502

入場無料 

会場 

8月3日（土）午後4時より 
コロリダス（副住職のラテンバンド）や長信田太鼓、
民謡、フラダンス、アフリカンのステージがござい
ます。お食事、お酒の販売あり。 

広告

特別養護老人ホームもりたけ「納涼祭」

第5回納涼祭を開催いたしますので、みなさまお誘
い合わせておいでください。

8月3日　14：00～16：00

○よさこい（向能代ストーンズ）
○夢舞明人、○盆踊り（林友会）

特別養護老人ホームもりたけ　屋外特設会場
（雨天時は施設内1Ｆ交流ホール）

◆問い合わせ先

特別養護老人ホームもりたけ　TEL 72－4555

会　場

内　容

日　時

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の方がたが労働者の働いた日数
に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共か
ら退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金
制度です。
加入できる事業主：建設業を営む方

対象となる労働者：建設業の現場で働く人

掛金：日額310円

制度について詳しく知りたい方は、ホームページ
「建退共」にアクセスしてご覧ください。知りたい情
報が記載されています。
◆問い合わせ先

建設業退職金共済事業本部　TEL 03－6731－2866

知っていますか？建退共制度

Ａターン就職面接会開催のお知らせ

Ａターン希望者の県内就職を促進し、県内企業の人
材を確保するため、就職面接会を開催します。

7月20日　13：00～16：00

秋田県に就職を希望する全てのＡターン希
望者（在学生は除きます）

東京都中央区八重洲1－3－7
八重洲ファーストフィナンシャルビル3Ｆ
ベルサール八重洲

◆問い合わせ先

Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）

TEL 0120－122－255

会　場

対　象

日　時

フィールド開放デーのお知らせ

秋田県立大学大潟キャンパスでは、日ごろの教育・
研究や活動状況を紹介する「フィールド開放デー」を
次により計画しました。

7月13日 9：30～15：00

秋田県立大学大潟キャンパスフィールド教
育研究センター（農場）

◇講演会　13：00～14：00
○学生自主研究「究プロジェクト」での
酒米栽培と酒造り

○酒造メーカーとして「究プロジェクト」
に携わって

◇センター開放 9：30～15：00
短角種牛肉とピザの試食、園芸温室見学、
花販売、小動物ふれあい等

◆問い合わせ先

秋田県立大学大潟キャンパス　TEL 0185－45－2026

内　容

場　所

日　時

独身男女に出会いの場を提供します。昨年のカップ
ル成立は驚異の6割。
司会はお馴染みの藤田ゆうみんさんです。

8月17日　18：00～21：00

森岳温泉ホテル

20～40歳の独身男女15人ずつ（先着）
※定員に達し次第終了となります

男性4,000円　女性2,000円

三種町特産おいしいお食事＆アトラクショ
ン＆フリータイムなど

◆問い合わせ・申込先

三種町商工会青年部　TEL 83－3010

mitane@shoko.skr-akita.or. jp

内　容

参加費

対　象

場　所

日　時

第２回「みたね出会いパーティ純祭」
参加者募集のお知らせ

9 月27日 9：30～15：30

11月 1 日　10：00～12：00

秋田県ＪＡビル

7 月 1 日～12日

上下水道課　下水道係　TEL 85－4822

6,000円
◆問い合わせ先

日本下水道協会秋田支部　TEL 018－864－1427

手数料

申込先

申　込

会　場

試験日

講習会

平成25年度排水設備工事責任技術者
資格認定試験
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法務局市民講座のご案内

秋田地方法務局能代支局では、次の日程で講座を開
設いたします。
参加は無料です。お気軽にお申し込みください。

7月18日「くらしと登記」
9月20日「相続と遺言について」
10月11日「成年後見について」
11月20日「知っておきたい相続登記」

13：30～15：00

能代法務合同庁舎1階会議室

15名程度

◆問い合わせ・申し込み先

秋田地方法務局能代支局　TEL 54－4111

募集人数

会　　場

時　　間

開催日等

あきた結婚支援センターのご案内

あきた結婚支援センターは、秋田県・県内全市町
村・民間団体等が共同で設立した任意団体です。
県内3カ所で独身男女の出会いを支援するために、

会員登録制によるマッチング（お見合い）や出会いイ
ベントの情報発信などを行っております。また、結婚
コーディネーター（専門スタッフ）が結婚に関する相
談などを行っております。
個人情報の管理を徹底しておりますので安心してご
利用いただけます。ぜひ、ご利用ください。
あきた結婚支援センターは県内に、北センター（大
館市）、中央センター（秋田市）、南センター（横手市）
の3カ所があります。

◆問い合わせ先

相談専用ダイヤル　TEL 0800－800－0413

http://www.sukoyaka-akita.com

放送大学　10月生募集のお知らせ

放送大学では、平成25年度第2学期（10月入学）
の学生を募集しています。
放送大学は、テレビ等の放送やインターネットを利
用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様ざま
な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、

幅広い分野を学べます。

8月31日まで

※資料を無料で差し上げています。
◆問い合わせ・資料請求先

放送大学秋田学習センター　TEL 018－831－1997

出願期間

夏の節電にご協力をお願いします

県では、電力の需給バランス安定のため、今年も皆
様に節電を呼びかけています。暑い日も多くなってき
ましたが、体調管理に気をつけていただきながら、無
理のない範囲で節電にご協力をお願いします。

7月1日～9月30日までの平日（お盆期
間を除く）の午前9時～午後8時

◇取組例
・エアコンの冷房温度設定を普段より少し高めにする。
・長時間使用しない電気製品はコンセントからプラ
グを抜く。
・不用な照明を消す。
※節電に当たっては、熱中症に十分ご注意ください。

◆問い合わせ先

秋田県温暖化対策課　TEL 018－860－1573

実施期間

中小企業退職金共済制度
ご存じですか？「中退共」の退職金制度なら、掛金
に国の助成が受けられます。
①国の制度だから安全・安心！
さらに掛金の一部を国が助成します
②社外積立でラクラク管理！
管理や運用の手間がかかりません
③掛金は全額非課税でオトク！
節税に加え、手数料もかかりません
※パートタイマーさんも加入できます。
◆問い合わせ先

勤労者退職金共済機構　中小企業退職金共済事業本部

TEL 03－6907－1234

職業訓練の希望者を募集します

ハローワークに求職申し込みを行い訓練その他の援
護措置を求められる者について募集します。

◇介護職員初任者研修課
介護職員初任者研修および認知サポーター
を取得します

8月19日～11月18日

能代文化学院（能代市東町）

25人

7月24日まで

◇オフィス事務・ＦＰ科
ファイナンシャル・プランニング、簿記、
パソコンの技能を取得します

8月22日～11月21日

能代文化学院（能代市東町）

15人

7月29日まで
◆問い合わせ先
ハローワーク能代　TEL 54－7311

募　集

定　員

場　所

期　間

内　容

募　集

定　員

場　所

期　間

内　容
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入国警備官採用試験

1警備官…①平成25年4月1日において高校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から
起算して5年を経過していない方およ
び平成26年3月までに高校または中
等教育学校を卒業見込みの方
②人事院が上記に準ずると認める方

2警備官……昭和48年4月2日以降に生まれた方
（社会人）（上記1①に規定する期間を経過した方お

よび人事院がそれに準ずると認める方）

インターネット…7月23日～8月 1 日
郵送または持参…7月23日～7月31日

◆問い合わせ先

仙台入国管理局　TEL 022－256－6076

受付期間

受験資格

ＮＴＴ東日本の電話帳を発行します

ＮＴＴ東日本では、8月中に順次、新しい秋田県版
の電話帳を各ご家庭や事業所へお届けいたします。
現在お使いの電話帳は、お届けの際に回収いたしま
すので配達員へお渡しください。回収した電話帳は、
地球環境保護や資源の有効活用のため、新しい電話帳
の原材料となります。
なお、ご不在等で配達員に電話帳を渡せなかった場
合、下記の「タウンページセンタ」までご連絡いただ
ければ、後日、改めて回収にお伺いいたします。

◆問い合わせ先

タウンページセンタ　平日　9：00～17：00

フリーダイヤル　0120－506－309

おとも苑からのお知らせ

いきいき学習（陶芸教室・歌謡教室）は年齢を問わ
ず一般の方がたが自由に参加できる教室です。
●7月 9 日　陶芸教室　10：00～15：00

●7月27日　歌謡教室　13：00～16：00

1、8、16、22、29日

◆問い合わせ先

おとも苑　TEL 58－5295

休館日

その病気、石綿が原因ではありませんか

息切れ、せき、胸が苦しいなどの症状はありません
か？ご家族で中皮腫、肺がん等で亡くなられた方はい
ませんか？
石綿による病気と認められた場合、労災保険の補償
または特別遺族給付金が受けられる場合があります。
お心当たりのある方は、秋田労働局またはお近くの
労働基準監督署にご相談ください。

◆問い合わせ先

秋田労働局　TEL 018－883－4275

男鹿市を主会場に、秋田市、潟上市、三種町、大潟
村で「海フェスタおが」が開催されます。

ＯＧＡマリンパーク
○航空自衛隊「ブルーインパルス」の展示飛行

男鹿市民文化会館
○加山雄三ホールコンサート

釜谷浜海水浴場
○サンドクラフト（27日には花火を打ち上げ）

○船川港岸壁…海上自衛隊護衛艦、海上保安庁巡視船、
帆船「日本丸・海洋丸」などを一般公開
○男鹿市民文化会館…「さかなくん」のお魚教室、海
上自衛隊大湊音楽隊演奏会、映画「海猿」上映
○ＯＧＡマリンパーク…ラーメン祭り、うめぇフェス
タおが、ご当地グルメ博覧会、爆笑ライブほか
○男鹿市総合体育館…海の総合展
○秋田市セリオン…マルシェライブ、ステージイベン
ト、秋田港海の祭典など
○漁協天王支所ほか…潟上市漁港まつり、マリンスポ
ーツフェスティバル等
○ソーラースポーツラインほか…ソーラーカーラリ
ー、ＦＣカーラリー、サマーレガッタ等

◆問い合わせ先

海フェスタ実行委員会　TEL 0185－24－9155

http://www.umifesta-oga.jp/

7月13日～28日（開催期間中）

7月27日～28日

7月20日

7月13日

海フェスタおが開催のお知らせ
７月13日～７月28日

①平成26年4月1日において、満18歳以上の者
②高等学校卒業者（見込み含む）または同等以上の
学力があると認められる者
③視力等身体検査基準を満たす者

ＡＯ入学試験……… 7 月29日～ 8 月16日
自己推薦入学試験… 9 月30日～10月18日
一般入学試験………12月16日～ 1 月17日
共通選抜入学試験… 1 月20日～ 2 月 7 日
※出願資格など、ホームページ等でご確認ください。

◆問い合わせ先

宮古海上技術短期大学　TEL 0193－62－5316

http://www.miyako.mtea.ac.jp/

募集期間

受験資格

国立宮古海上技術短期大学
平成26年度入学願書募集のお知らせ
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行　　　　　　　事　　　　　　　名 曜日 日 

じゅんさいの日 
「社会を明るくする運動」強調月間（～31日） 月 1 

わくわくひろば ｢みんなで遊ぼう｣ （9： 30～琴丘中央すこやか館） 火 2 
メロンキッズひろば ｢七夕飾りを作りましょう｣ （10： 00～八竜改善センター） 水 3 
１歳６カ月児健診（三種町保健センター） 
ドラえもん広場 ｢笹飾りを作りましょう｣ （9： 30～森岳保育園） 
メロンキッズひろば ｢七夕お楽しみ会｣ （10： 00～浜口保育園） 

木 4 

金 5 
釜谷浜海開き（11： 00～釜谷浜海水浴場） 
音魂 inみたね（11： 00～三種町山本体育館） 土 6 

七夕 
三種町消防団山本支団消防操法大会（8： 30～三種町保健センター駐車場） 日 7 

健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30山本公民館） 月 8 
琴丘保育園開放日（七夕飾りづくり）   火 9 
農業委員会総会（山本総合支所） 水 10 
ドラえもん広場 ｢一緒に遊びましょう／すくすく発育測定｣（9： 30～金岡保育園） 木 11 
浜口保育園開放日「みんなで遊びましょう」 
金岡小学校同窓会総会（18： 00～ホテル森山館） 金 12 

土 13 
三種町消防団琴丘支団消防操法大会（8： 45～旧上岩川小学校 （予定） ） 
普通救命講習の日 日 14 

海の日 月 15 
琴丘地域行政相談所開設（10： 00～12： 00ひまわりセンター） 
健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30金陵の館） 火 16 

水 17 
献血（9： 30～三種消防署ほか） 
３地区なかよし交流会「育児講座」 （9： 30～森岳保育園） 木 18 

７カ月児相談（三種町保健センター） 
鵜川保育園開放日「みんななかよし」 金 19 

タブレット無料体験教室（10： 00～11： 30、14： 00～15： 30八竜改善センター） 土 20 
日 21 
がん患者の集い（13： 30～三種町保健センター） 月 22 

火 23 
ＥＭ講演会「EMの活用方法について」 （10： 00～八竜改善センター） 
３地区なかよし交流会 「くるみの森教室に行きましょう｣ （10： 00～八竜幼稚園） 
八竜幼稚園開放日「くるみの森教室に出かけましょう」 

水 24 

乳児健診（三種町保健センター） 
健康相談・おしゃべりサロン（13： 30～15： 30八竜改善センター） 
健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30すいらんの館） 

木 25 

献血（10： 00～三種町保健センターほか） 金 26 
サンドクラフト2013 inみたね　１日目（釜谷浜海水浴場） 土 27 
サンドクラフト2013 inみたね　２日目（釜谷浜海水浴場） 
能代市山本郡消防操法競技大会（8： 20～能代ふ頭） 日 28 

月 29 
火 30 
固定資産税２期・国民健康保険税１期納期限 水 31 

●人　口 18,746人   （－20） 
　【男】 8,704人   （－11） 
　【女】 10,042人   （－09）  
●世帯数 7,005戸   （－02） 
※平成25年５月末現在、（  ）内前月比 
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先日、娘の通う保育園の運動会があり
ました。雨天続きだったことから、天気
が少し心配でしたが、自称「私は晴れ女
よ」と豪語する園長先生の力強い言葉も
あり、以降は安心してその日を迎えるこ
とができました。そして当日、準備段階

で降っていた霧雨も上がり、さすが自称
「晴れ女」の威力は凄いなと思っていた
ら、プログラム中盤あたりから何やら冷
たいものが……。すかさず空を見上げて
園長先生が一言。「やはり雨女のいる金
岡保●園と日にちが同じだったのが間違
いだったわ」。園長先生、教育者として
他人のせいにしちゃあ…いかんです。ハ
イ。ネタとしては面白いですけど。（よ）

編 集 後 記


